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社会保障審議会一障害者部会  

F第45画（‖26．†12り  資料1－①  

平成20年障害福祉サービス等経営実態調査結果について  

○ 今回の調査は、障害者自立支援法の全面施行（平成18年10月）以降、初め   

ての全国的な経営実態調査である。  

○ 収支差率の状況としては、全体がプラス6．1％、新体系（障害者自立支援法   

に基づくサーービス体系）がプラス5．4％、旧体系（障害者自立支援法施行以前   

の施設体系）がプラス7．0％、障害児施設等が マイナス4．2％であった。事業   

種ごとの収支差率の差が大きく、児童デイサービスなどについては、収支差率   

がマイナスであった。  

○ 従事者の配置状況としては、直接処遇職員の常勤率は、全体が81．5％、   

新体系が68．0％、旧体系が89．7％、障害児施設等が 90．5％であった。また、   

各職種及び事業種ごとの常勤率に差が認められた。  

○ 従事者1人当たりの給与（年収）の状況としては、例えば、ホームヘルパーが   

2，583千円、障害者支援施設（入所施設）の生活支援員が3，385千円で   

あった。また、各職種及び事業種ごとの差が認められた。  

○ 今後、障害福祉サービス費用等の額の改定に当たっては、本調査結果のみ   

ならず、関係者の御意見等も踏まえ、サービスの質の向上、良質な人材の確保   

及び事業者の経営基盤の安定等の観点から総合的に判断することが重要と考   

えられる。  

（別添資料）   

平成20年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要   

平成20年障害福祉サービス等経営実態調査結果   



平成20年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要  

1調査の概要  

（1）調査の目的  

障害者自立支援法に基づく自立支援給付費及び児童福祉法に基づく障害児施設   
給付費について、障害福祉サービス等の経営実態と制度の施行状況を把握する。  

（2）調査の期日  

平成20年こ4月1日  

（3）調査事項  

平成19年度における収支状況、従事者数、給与等を調査（一部、平成19年1年分）  

（4）回収状況   

・調査客体数（配布数）16，728施  所
 
 

業
 
 

事
 
 

設
 
 

回収数  12，866施設・事業所  
有効回答数  5，047施設・事業所  

回 収 率：76。9％）  
有効回答率：39．2％）  

※有効回答数は、回収数のうち当該サービスの収入比率60％以上のものである。   

2 調査結果の概要  

）収支の状況  
（単位：千円）  

収支差  収支差率  有効回答数   

全 体   4，469   6．1％   ▼ 5，047   
新体系   19   5．4％   2，830   

旧体系   9，190   7．0％   1，962   

障害児施設等   －3，964   －4．2％   207  

－663   －4．0％   258   

一・   －1，023   －7．9％   
訪問系サービス 

183  
新体系  

う         299   0．9％   26   

行動援護（再掲）  3，171   16．1％   16   

療養介護  0   

生活介護  3，299   ト  6．6％   627   
児童デイサービス   －4，882   －32．1％   267  

短期入所   628   9．6％   135   

重度障害者等包括支援  0   

共同生活介護単独型   1，738   11．0％   147   

障害者支援施設   11，761   5．4％   97   

L 自立訓練（機能訓練）   －739   －5．9％   23  

自立訓練（生活訓練）   2，078   12．3％   135  

14．1％   就労移行支援   3，53l  210   

を 就労継続支援A型   457   1．6％   62   

就労継続支援B型  2，227   9．8％   581   

弓 共同生活援助単独型   －445   －6．3％   59  

相談支援   228   2．1％   16   

6．9％   多機能型（再掲）  3，173  285   
共同生活援助・共同生活介護一体型   1，242   6．1％   90   

17，091   7．3％  355  

旧体系  
身体障害者施設士二二 

▼．Ⅶ  1，772   4．5％  178  

凋的障害者施設一，〃－   13，369  6．6％   522  

6，457  9．1％   662  

369   0．9％  精神障害者酪一一一仙、  133 

933   3．8％   91  

宝旧 壬八鹿入所施設   1，370   1．09ら   104   

遍繭施設  103   

ー1一   



（2）従事者の状況  
（単位：千円）  

1人当たり  

常勤率   常勤  ／ 

全体   81．5％  

新鱒  68．0％  
埴接処遇職員  

l体系   89．7％  
⊥ 

障害児施設等   90．5％  

ホームヘ／レバー   19．3％  2，583 2，095   

旦季冬準（再掛 ホームヘルパー  18．1％  

新体系訪問系サ・－ビス  
重度訪問介護（再掲）ホームヘルパー  23．3％   

行動援護（再掲）  ホームヘルパー   13．4％  1648  1669   

療養介護  

生活介護  生活指導員・生活支援員   73．7％  3，088  1，792   

児童デイサービス  児童指導員又は保育士   61．6％  2，875  1，877   

短期入所  生活指導員・生活支援員   76，2％  

重度障害者等包括支援  

共同生活介護単独型  生活指導員・生活支援員   46．8％   

障害者支援施設  せ活指導員。生活支援員   86．9％  3，385  1，731   

自立訓練（機能訓練）  看護職員（保健師、看護師、准看護師）  87．3％  3，430  3，618   

理学療法士・作業療法士   51．1％  3，891  2，763   

生活指導員・生活・支援員   75．4％  3，026  1，528   

自立訓練（生活訓練）  生活指導員・生活支援員   7臥0％  2，655  1，873   

就労移行支援  就労支援員   85．4％  3，135  1，652   

∴職業指導員   70．9％  2，764  1，804   

生活指導員・生活支援員   70．4％  2，765  

就労継続支援A型  職業指導員   87．8％  3，932  

生活指導員・生活支援員   79．7％  3，240  

就労継続支援B型  職業指導員   74．6％  2，606  

生活指導員・生活支援員   70．3％  2，674  r l・665   

共同生活援助単独型  上世話人  65．1％  2，300  1，947   ⊥一  

相談支援  相談支援専門員   99．3％  4，149  ‖  2，328   
多機能型（再掲）  庫活指導員せ活支援員   72．1％  2，973  

華同生活援助。共同生活介護一体型生活指導員・生活支援員   51．7％  3，088  

世話人   36．8％  2，249  ト1，794   

89．5％  3，987   1・762  
入所施設  

・生活支援員  91．1％  3，482   Jl，937   

官 報童几 
設  84．8％  

．生活支援員  83．3％   

90．0％  
入所施設  

．生活支援員  知的障害者施設「～・′冊－十【   93．2％   
80．8％  

斬施設  
．生活支援員  83．3％   

91．8％  

““一一－，，一 

93．0％  
腑施設 

83．9％  

76．4％   

障害児入所施設  児童指導員又は保育士   96．8％  4，013  

3，536  

（注）「常勤率」と「1人当たり給与／年」の客体数は異なる。  

－2－   



社会保障審議会一障害者部会  

第45回（H20．＝．2り  資料1－③  

平成20年障害福祉サービス等経営実態調査結果  

Ⅰ調査概要   

1．調査の目的  

障害者自立支援法に基づく自立支援給付費及び児童福祉法に基づく障害児施設給付費について、障   
害福祉サービス事業所、障害者支援施設、相談支援事業所及び障害児施設等（以下「障害福祉サービ   
ス等」という。）の経営実態と制度の施行状況を把握する基礎資料を得ることを目的とする。  

2．調査対象  

障害福祉サービス等を実施する事業所。  
ここでいう「障害福祉サービス等」とは、以下のサービスをさす。  

（1）新体系  

①介護給付  
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、  

重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援  
②訓練等給付  

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助  
③相談支援  

（2）旧休系 特定旧法指定施設等  

身体障害者療護施設、身体障害者更生施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者通所更生  
施設、身体障害者入所授産施設、身体障害者適所授産施設、知的障害者入所授産施設、知的障  
害者適所授産施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者適所授産施設、身体障害者福祉工場、  
知的障害者福祉工場、精神障害者福祉工場、知的障害者通勤寮、精神障害者福祉ホーム（B型）、  
精神障害者生活訓練施設、身体障害者小規模適所授産施設、知的障害者′ト規模適所授産施設、  
精神障害者′ト規模適所授産施設  

（3）障害児施設等  

肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、肢体不自由児通園施設、盲児施設、ろうあ児施  
設、難聴幼児通園施設、重症心身障害児施設、知的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種  
自閉症児施設、知的障害児通園施設、重症心身障害児（者）通園事業  

3．抽出方法  

調査の対象となる施設・事業所について、全国で合わせて17，000ケ所程度を、各サービス別、開設   
主体別、また、地域性を考慮して無作為に抽出して客体を選定した。   

4．調査の期日  

平成20年4月1日   

5．調査事項  

平成19年度における収支状況、従事者数、給与等を調査卜一部、平成19年1年分）  

－ト   



6，回収状況  

施設・  

事業所数 （H19 
．10）  

回収率  

国   ②  ③   ④（③／②）   ⑤   

全 体   58，926  16，728  12，866   76．9％   5，047   39，2％   

新体系   51，853  11，383   8，448  74．2％   2，830   33．5％   

旧体系   6，143   4，415   3，674   83．2％   1，962   53．4％   

障害児施設等   930   930   744  80．0％   207   27．8％   

居宅介護   15，059   747   4  58・9％  183   41．6％   

重度訪問介護   14，362   772   572   74．1％   26   4．5％   

行動援護   1，651   632   443   70．1％   16   3．6％   

療養介護   30   30   20   66．7％   0   0．0％   

生活介護   2，009   2，009   1，547   77．0％   627   40．5％   

児童デイサービス   1，344   608   457   75．2％   267   58．4％   

短期入所   3，669   710   556   78．3％   135   24．3％   

重度障害者等包括支援   90   90   65   72．2％   0   0．0％   

共同生活介護   3，139   690   517   74．9％   237   45．8％   

障害者支援施設   244   244   185   75．8％   97   52．4％   

自立訓練．（機能訓練）   272   272   185   68．0％   23   12．4％   

自立訓練（生活訓練）   633   633   455   71．9％   135   29．7％   

就労移行支援   788   788   587   74．5％   210   35．8％   

就労継続支援A型   196   196   151   77．0％   62   41．1％   

就労継続支援B型   1，584   1，584   1，239   て8．2％   581   46．9％   

共同生活援助   4，193   708   536   75．7％   149   27．叫   

相談支援   2，590   670   493   73．6％   16   3．2％   

身体障害者施設（入所施設）   724   724   623   86．0％   355   57．0％   

身体障害者施設（適所施設）   531   531   445   83．8％   178   40．鴎   

知的障害者施設（入所施設）   1，784   948   796   84．0％   522   65．6％   

知的障害者施設（通所施設）   2，408   1，516   1，271   83．8％   662   52．1％   

精神障害者施設（入所施設）   374   374   290   77．5％   133   45．9％   

精神障害者施設（適所施設）   322   322   249  － 77．3％   91   36．5％   

障害児施設等（入所施設）   422   422   343 81・3％  104   30．3％   

障害児施設等（通所施設）   508   508   401   78．9％   103  25．7％   

※「調査客体数」は、施設・事業所数が多い一部のサービスについては、回収率50％の場合の標準誤差が原則5％   

以内になるよう抽出した。   

※「有効回答数」は、回収数のうち当該サービスの収入比率が全収入の60％以上を占めるものの件数である。  

一2－   



Ⅱ．調査結果  

1，事業活動収支（平成19年度1年分）；サービス種類別  

（1）全 体  
（単位：干円）  

全  体   新休系   旧 体系  障害児施設等   

l事業活動吸入  

60，1椚 82．0㌔  24．986 80．5†i  l（】8．141 82．8％  76．260 81∴弼  

（2）利用料収入   4．B36  6．6％  1，253  4，0†i  10．026  7．7％  4．135  こl．4㌔  

（3）補助車掌等収入   5；116  7，0％  3．274 ！0．5％  7．q62  54％  り．142  り．7％  

（4）国庫補助金等特別積立金取崩額   2．341  3．∠％   84（i  2．7％  4．5Ut） 3．5％  1．760 1，リ％  

（5） その他   2．570  3．5％  1．063  3．4‰  4．528  3．5％  J．616  こう．8曙】  
】l事業活動支出  （1）給与費   45．958  62．7†i  20．256 65．2％  79．Z80 60．7％  7l．7（iG l’6．4％  

（2）減価償却費   4．931  6．7％  1．844  5．9％  9．385  7．2％  4．131  ⊥l．4％  

（3）委託費   3．216  4．4％  1．262  4．1％  6．U26  4．6％  2．gり7  3．1％  

（4） その他   15．321 20．鍋  6．096 19．6％  27．日93 21．4％  19．422  20．7㌔  
1】Ⅰ事業活動外収入   12こi  O．2％   40  U．1％   24お  0∴愕   43  り．0％  

（2）本部かF）の繰入金収入   529  0．7％   437  1．4％   563  0．4‰   756  0一撒   

1＼′ 専業店動外支出  （l）借入金利息   239  0．3％   95  0．3％   454  0．3％   111  0．川  

（2） 本部への繰入金支出   1，547  2．1％   65R  2．1％  2，845  2．2％  1，339  1．4も   

収 入（①＝l（1）＋l（2）十1（3）十l（5）＋山）  73．336 100．0％  31，054 iOO．0％  130，567 100．0㌔  93．952 100．0㌔   

支 出（（芝二u－1（4）＋1＼／）  68，86日 93，9％  29，365 94．6％  1Zl，376 93．0％  97，9161り－l．2％   

収支差（信＝①－②）  4，469  6．1％  1，68り  5．4％  9．川0  7．0％  －3，964 －1．2㌔   

客体致  5，047   2，830   1，962   207   

（参考）収支差率の分布  
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ー100％ －80％  －6鍋  －40％  －20％  0％   2肌  40†i 60％  80％ 100％  

収支差率   

I 1  
面う1 さ ▲」」   



（2）新体系  
（単位：千円）  

訪問系サービス   療養介護   生活介護   児童デイ  サービス   短期入所   

l事業活動収入  （1）自立支援給付費等・楕置費・運営費収入   14，042 84．2％  11．291 87．4％  31，603 97．1‰  9，B73  50．2％  40，233 80．1％  12．207 日0．溝  5，683 86．弼  

（2）利用料収入   78  0．5％   52  0．4％   127  0．4％   191 1．0％  1．340  2．7％   295  1．9％   518  7、9％  

（3）補助事業等収入   1．816 10．卵i  l，099  8．5％   154  0．5％  9．533  48．5％  6．700 13，3％  2．432 16．0％   2】8  3．3％  

（4）国庫補助金等特別積立金取崩額   7  0．0％   6  0．0％   15  0．0％   1  0．0％  1．631  3．2％   61  0．▲l％   】33  2．0％  

（5） その他   730  4．4％   474  3．7％   652  2．0％   103  1．6％   72  0，4％   ●；      ‘  206  1．4％  
口 車業活動支出  （1）給与費   14，094 84．5％  11．132 86．2％  29．163 89，6％  12，313  62．6，i  32．463  64．6％  15．770103．7％  こi．686 56，4％  

（2）減価償却費   162 1．0％   161 1．2†i   80  0．2％   292  1、5％  3．394  6、8％   232  1．5％   232  3．5％  

（3）委託費   294  1．8％   240  1．g！i   870  2．7％   75  0．4％  2．507  5．0†乙  l，191 7．鍋   432  6．蛸  

（4） その他   2，737 16．4？i  2 367 18 2％  2 066  64％  3 804 19 3％  8 984 17 9％  2．833 18．6％  1，410 2l．6％   
m 事業活動外収入  （1）借入金利息補助金収入   1  0．0％   2  0．0％   0  0．0％   0  0．0％  73  0．蟻   21  0．】％   q  O．1％  

（2）本部からの繰入金収入   7  0．0％   2  0．0％   0  0．0％   0  0．0％  10   D．1％   327  0．7％  46  0．3％  
1＼J事業活動外支出  （1）借入金利息   17  0．1％   17  0．1％   0  0．0％   15  0．1％  156  0．3％   20  0．1％   2日  0．4％  

（2）本部への繰入金支出   40  0．2％   42  0．3％   70  0．2％   0  0．0％  1．082  2．2％   105  0．T％   25日  3．9％   

収 入（①＝l（1）十l（2）十Ⅰ（3）十1（5）＋u）  16．674 100．0％  12．919100．0％  32．535100．0％  19．66g lOO．0％  50．254 100．0†i  15．207 100．0％  6．541100．0％   

支 出（（芝＝山一1（4）＋Ⅳ）  17．338104．0，i  13．943107．9％  32，236 99．1％  16．498 白3．9％  4G．956 93．4，（  20．089132．1％  5，リ14 日0．4％   

収支差く③＝①－②）  －づ63  －4．0†i  －1，023 －7．9％   299  0．9％  3．17116．1％  3．29g  6．6％  －4．882 －32，1％   62B  9．6％   

客体数  258   183   26   U   627   267   135   

参  1施設・事業所あたり定見  5．2  

考  1施設・事業所あたり定員  25．0   16．7  

※   2．695   2，529   3．636   1，084  

※今回の調査は、調査対象サービスが含まれる経理区分の決算状況を記入いただく形式としたため、法人の決算書作成状況によっては、当核経理区分に調査対象サービス以外のサービスが含まれる場合がある。このため、「居住支援系」「l］中活動系」  
「訪問系その他」の三類型にまとめて集計したものであり、各数倍は当榛サービスのみを指すものではない。なお、各柵には当該サービスの関連類型の数値のみを表示した。（以F同様）  

（単位：・F円）  

■ゝ  

重度障害者   共同生活介護 独型  障害者支援施設  自立訓練 （機能訓練 
等包括支援  単  ）   

自立訓練 （生活訓練）  就労移行支援  就労継続支援A型  就労継続支援B型   

l事業活動収入  （1） 自立支援給付費等・措置費・運営費収入  12．369 77．9％  172，117 79．7％  9，840 78．0％  14，589 B6．2％  22、0：13  R8．1％  23．166 78．5％  18，962 只1i．鍋  

（2）利用料収入  1．65110．4％  20，584  9．5％   274  Z．2％   459  2．7％   340  1．4％   978  3．3％   4（）2  l．8‰  

（3）補助事業等収入  1．454  9．2％  8．375  3．9％  2．305 18．3％  1－313  7．8％  1．627  6，5％  1．894  6．4？も  2，285 10．1％  

（4）国庫補助金等特別積立金取崩領  32  0．2％  9．914  4．6％   723  5．7％   189  1．1％   471 1．9％  1，184  4．0％   475  2．11】  

（5）その他  334  2．1％  6．514  3，0？b   183  1．5％   467  2．8％   685  2，79i  2，168  7．鍋   770  3．4％   

u 事業活動支出   （1）給与費  7，976 50．3％  134．502 62．3％  9，696 76．8％  9．856 58．2％  15．339 日l．3％  19，897 67．5％  ユ3．69（1 60．6％  

（2）減価償却費  311  2．0％  18．416  臥5％   976  7．7％   818  4．8％  l，152  4．6％  2．408  日．2％  l．353  6．0％  

（3）委託費  1，071 6．7％  8．512  3．9％  1，327 10．6％   679  3，4％   490  2．0％   ：i94  1．3％   52口  2．3％  

（4）その他  4．594 28．9％  45，535 2l．摘  2，043 18．2％  3，454 20．4％  4，078 16．3％  6．726  22．臼％  4．779 21．1％   

Ⅲ 事業活動外収入  （1）借入金利息補助金収入  0  0．0†ら   454  0．餓   18  0，1％   7  0．0％   21  0．1％   8u  O．3％   15  0．1％  

（2）本部からの繰入金収入  61 0．爛  7．995  3．79i   294  1．2％  】．209  4．19も   】90  0．8％   0  0．0％  96 0．6％  
Ⅳ 事業活動外支出  （1）借入金利息  10  0．1％   838  0．4％   29  0．2％  29 0．2％  76  0．硝   393  l．3％   」5  U．2％  

（2）本部への繰入金支出  203 1∴蟻  6．368  2、9％   10  0．1％   305  1，8％   809  3、2％   405  1．4％   47p  2．1％   

収 入（①＝Ⅰ（1）＋・Ⅰ（2）＋1（3）＋Ⅰ（5）＋Ⅲ）  15．868100．0％  2ユ6．018100．【喘  12．620100．0％  1t）．93t）1UO．0％  25，OU41（川．Uq‘  29．495100、0％  22．b24】OU．U％   

支 山（②＝u－Ⅰ（4）＋Ⅳ）  14，130 89．0％  204．267 94．餓  13．368106．9％  14，日52  S7．7％  21，473  85．9％  29．038  98．4％  20．397  90．2％   

収支差（③＝①→（診）  1．738 1l．0％  1l．761 5．4％  一丁39 －5．9％  2－0丁8 12，3％  3，531 14，1％   457  l，6％  2，227  9．至蟻   

客体数  0   147   97   23   210   62   581   

居住支援系   1施設・事業所あたり定点  9．6   60．9  

参 考  1施設・事業所あたり定員  50．4   15．4   13．5   16．0   25．4  

日中活動系                   訪問系その他  1施設・事業所あたり延べ利用者数  



（単位：千円）  

共同生活援助  型  相談支援   多機能型  
単独  （再掲）   楢介護一体型   

1事業活動収入  （1） 自立支援給付費等・措置費・運営費収入   5，531 78．3％   4了9  4．4％  洲．165 82．8％  16，835 とi3．鍋  

（2）利用料収入   1，122 15．9％   0  0、0％   991  2．2％  】．131  5．6％  

（3）補助事業等収入   254  3．6％  10．37g 94．9％  4，547  9．9％  1．346  6．7㌔  

（4）国庫補助金等特別積立金取崩額   55  0．8％   6  0．1％  l．285  2．8％   91  0－4％  

（5） その他  133  l．卯i  70   0，6％  1．905  4．川  840   4．2％  

（1）給与費   4，108 58．1％   8．7027g．6％  

l（2）減価情却費   l  ∀∠ ∪・8≠   1533 ∠．D肯l  （2）減価情却費   272  3．9鶉  l   ∠，8∠1 6．1％  じJ」〉 ∠．D肯  

（3）委託費   657  g．3％  53 0．5％   

（4）その他   2，316 32．鍋  1．862 17．0％  9．23220．0％  

U事業活動外収入  6  0．1％   0  0．0％  63 0．1％   1 （）．0㌔  

（2）本部からの繰入金収入  58  0．3％  20  0．3％  7  0．1％  413  0，9％  
Ⅳ事業活動外支出   11 0．2％   ユ  0．0％   1こi6  0．3％   29  り．1％  

（2）本部への繰入金支出   203  2．9％   3  0．0％   7（i4  1．7％   236  1，2％   

収 入（①＝l（1）＋1（2）十1（3）十1（5）十u）  7，066100．0％  1U．93410（）．0％  46．084 LOO．硝  20．2＝100．0㌔   

モ 出（（診＝山一Ⅰ（4）＋l＼／）  7．611106．鍋  10．707 97．9％  42，911 93．1％  柑．969  93．9％   

収支差（③＝（D－②）  －445  一一6．3％   228  2．1％  3．173  6．9％  ●  ■一   

客体数  59   16   285   90   

参  1施設・事業所あたり定員   10．2  19．9  

1施設・事業所あたり定員  32．2  

考   

Ul   



（3）旧体系 特定旧法指定施設等  
（単位：千円）  

身体障害者施設  知的障害者施設  精神障害者施設  
入所施設   通所施設   入所施設   適所施設   入所施設   適所施設   

1事業活動収入  （1）自立支援給付費等・槽置費・運営費収入   2（）4．aQ8 86．8％  31．299 80．ヱ％  165．4ヱ3 8l．5％  56．481 80．0％  31．935 79．鍋  21，603 88．4％  

（2）利用料収入   18．794  乳0％   717  L鍋  20，0：三5  9．9％  1，602  2．3％  4，823 12，1％   271 1，1％  

（3）補助事業等収入   5．246  2．2％  5，454 14．0％  8．266  4．蟻  9．237 13．1％  1，368  3．4％  1，349  5．5％  

（4）国庫補助金等特別積立金取崩額   9．083  3．9％  1，991 5．1％  6，767  3．3％  2，172  3．1％   275  0．7％   805  3．3％  

（5）その他   5．781 2．5％  1．169  3．0％  8，016  3．鍋  2．710  3．8％  1，345  3．4％  698  3．7％   
11事業活動文相   （1）給与費   138，373 5B．鍋  25．0（】4 も4．1％  1Z2．753 6（）．5％  44．522 63．1％  26，75t） 66．9％  17，850 73．㈹  

（2）減価償却費   18．453  7．8％  4．056 10．凋  14．186  7．0％  4，349  6．2％  2．731 6．㈹  l．646 （i．79i  

（3）委託費   13，137  5．6，G  1，717  4．4％  7，282  3．鍋  3．721 5．3％  1．77g  4．5％   875  3．6％  

（4） その他   50，054 21．溝  6900 17 7％  47，493 23．4％  291 17  8  3－794 15，5％   

」u 事業活動外収入  （1）借入金利息補助金収入   481  0．2％   83 （】．2％   365  0．2％   115 〔I．2％   t78  0．4％   49  仇2％  

（2）本部からの繰入金収入   652  0、溝   284  Q．T％  878  0．4％   277  1．1％   432  0．6，も  307 （〉，8％  

lV 事業活動外支出  （1）借入金利息   968  0．4％   172  0，4％   627  0．3％   221  0．3％   178  0．4％   87  0．49i  

（2）本部への繰入金支出   6．268（2．・7％  1，377  3．鵠  4．031 2．0％  1．190 1．7％   144  0．4％   69  0．3％   

収 入（①＝1（1）＋1（2）＋l（3）十Ⅰ（5）＋Ⅲ）  235．261100．0％  39－007100，0％  202．972100．0％  70，5791（）0．0％  3∈し956100．0％  24．448100，0％   

支 出（②＝ローl（4）＋Ⅳ）  218，170 92．7％  37，235 95．5％  189．603 93．4％  64，122 90．9％  39．5日7  99．1％  23，516 96．2％   

収支差（③＝①一②）  17．Q91 7．鍋  l．772  4．弧  13，36g  6．餓  6．457  9．1％   369  0．9％   93：）  3．8％   

客体数  365   178   522   662   133   gl   

居住支援系   1施設・事業所あたり定員   51．0  55，9  1臥5  

参 考                   日中活動系   1施設・事業所あたり定員  22．9  34．6  20．8  

訪問系その他   l施設・事業所あたり延べ利用者数  

の   

（4）障害児施設等  
（単位：千円）  

入所施設   適所施設   

1事業活動収入  （1）自立支援給付費等・措置費・運営費収入   108．851 80．1％  43．353 弘1％  

（2）利用料収入   6．983  5．1％  1．260  2．4％  

（3）補助事業等収入   14．303 10．即ふ  3．931 7．6％  

（4）国車補助金等特Bll積立金取崩額   2．995  2．2％   514  1．0％  

（5） その他   4．930  3．6％  2．288  4．4％   

皿：事業活動支出  94．801 69．7，i  48．508 94．1％  

（2）減価償却費   6，717  4．9％  1．519  2．鍋  

（3）委託費   3，282  2．4％  2．529  4．g％  

く4） その他   30，61tさ 22．5％  8．119 15．8％  

m事業活動外収入   51 0．0％   38  0．川  

（2）本部からの繰入金収入   841  0．6％   668  1．硝   

Ⅳ 事業活動外支出  （1）借入金利息   171  0．1％   50  0．1％  

（2）本部への繰入金支出   l．997 1．5％   674 1．3％   

収 入（①＝l（1）＋l（2〉 ＋1（3）り（5）十m）  l：15．9591（〉0．0％  5l．5371t）0．0％   

支 出（②＝皿－1（4）＋1＼／）  134，58g 99．0％  60，88611乳1％   

収支差（③＝①－②）  l，370  1．0蒐  －9，349 －1臥1†i   

客体数  104   103   

居住支援系   1施設・事業所あたり定員   36．7  

参 考           日中活動系   1施設▼事業所あたり定員  22．6  

訪問系その他  1施設・事業所あたり延べ利用者数   

ニュト ＿＿  



2．従事者数（常勤換算人数。平成20年3月末日現在）；サービス種類・常勤一非常勤別  

（1）全 体  
（単位：人）  

障害児施設等  全  体   

1直接処遇職員 （1）サービス管理★佳肴  

l扁音二て・ス樵供書任者  U．汚5 90．7艶   0 

（4）理学療法士・作業療法士   l  G．14】0．00E 8．15：    97．1％l  0．20t O．01l   0，21196．9％l   0．08l  0．00l  n n只q7 卯‖      0l月」＝甘（I≠l  （3）看護職員（保健師 看様師 准看護師）  0．42  0．10   0．51  81．2％  0，17  0．10   ［董 0．04  62．9％  0．77  U OB      ．42  U．17  0．59 0．3こi  71t）％    葺   0．09  63．5％  0．03  0．02   57．7％  0．09  0．04  0   69 0％   019  0，14  
（5）児童指導層又は保育士  

（6）就労支援員  0・1L 苛                            0．7：う  
（り職業指導員  O・03   0．18  84．0％  0．18  0．04  0．22  臼2．6％  0．12  0．02  0．14  竺・0％  0．00  0．00        19   107  苗3％  0 52  016  0 68  76 7，i  146  0 24  170  85 8％  0．2l  0．01  0．22  9fミ．9㌔  
（8）生括指ヰ員・生活支援員   0．88 5．18   
（9）ホームヘルパー   

（10）相談支援専門員  0．21  q・41  0．62  壬生1％  0．22  0．71  0．93  23．3％  0．23  0．03    89．5％  0．01  0．00        0 04  0 00  0 04  94 7  0 03  U OO  0 04  913  0 04  0．00            1〔〉0．09i  
（11）世話人   018  0 32  44 3％  0 09    012  118％  0 0l  0（】1  0（〕2  60 G％    0．11．0，11  
（12）栄養士  022UO2  U．35  U．03  0．3日  92．5％  

2その他の職員   2．15  0．75   2．90  74．1％  1．03  0，46  1．49  68．9％  3．66  1．10  1 3．14  1．21  4．35  72，3％   

合 計   10．47l2．63   l：l．10  79．9％  5．65  2．64  8．29 68．2％     16．叫 2．62   ●   一 一  ● ■   14．50  2．40l16．90   85．8㌔   

客体致   5，047  2，830  l，962     207  



（2）新体系  
（単位：人）  

訪問系サービス  居宅介護（再掲）  重度訪問介護（再掲）  行動援護（再掲）  生活介護  

常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計一常勤率   ・▲ …一＝  非常勤  ■盲斎  「青函音   

1直接処遇職員   3．62  7．26  10．88  33．3％  3．17  8．48  9．65  32．9％  5．89  11．49  17．38  33．9％  3．33  6．99  10．33  32．3％  8．72  2．3l  9．Uこi  74．5％   

（1）サービス管理1任者   0．17  0．01  0．18  94．8％  0．14  0．01  0．15  95．0？i  0．12  0．do  0．12  100．0％  0．4ユ  0．00  0．41  100．0％  0．71  0．02  0．72  97．8％   

（2）サービス提供★任者   1．57  0．05  l．61  97．2％  1．48  0．04  l．52  97．3％  2．3】  0．07  2．38  96．9％  l．31  0．06  l．37  95．9％  0，06  0．00  0．U6  96．3％   

（3）看護職員（保健師、看護師、准看穫師）   0．02  0．02  0．04  45．2％  0。02  0．02  0．04  54．5％  0．00  0．00  0．DO  0．0％  0．00  0．00  0．00  0。43  0，31  0．74  58．川   

（4）理学療法士・作業棟法士   0．00  0．00  0．00    0．00  0，00  0．00    0．00  0．00  0．00】   0．00  0．00  仇00  U．04  0．05  0．09  43．1％   

（5）児童指導員又は保育士   0．02  0．03  0．OE〉  31．0％  0．01  軋01  0．02  34，5％  0．00  0．00  0．00  u 州  0．06  0．38  0．44  14．3％  0．03  0．01  0．03  80．2％   

（6）就労支援員   0．01  0．02  0．02  24．1％  0．01  0．02  0．03  24．1％  0．00  0．00  0．00   0．00  0，00  0．00  0 02  0．01  0．03  82，2％   

（7）職業指導員   0．04  0．00  0．04  100．0％  0．05  0．00  0．05  100．0％  0，00  0．00  0．00    0．00  0．00  0．00  0．10  0．03  0．1こi  78．6％   
（8）生活指導員・生活支援貞   0．07  0．02  0．08  79．8％  0．04  0．02  0．05  69．7％  0．00  0．00  0．00    0．4l  0．00  0．41  ユ00．0％  513  1．83  

（9）ホームヘルパー   1．70  7．11  8．81  19．3％  1．40  6．35  7．76  lt事．1＼  3．47  11．40  14．87  23．3％  1．02  6▼56  7．58  13．4％  0．03   
（10）相世支援等門艮   0．03  0．00  0．04  g4．7％  0．01  0．00  0．01  80．0％  0．00  0．00  0．   0．13  0，00  0．13  100．0％  0．03  0．00  0．03  96．硝   

（11）世話人   0．00  0．0（J  0．01  5臥8％  0．01  0．00  0．01  58．8％  0．00  0．00  0．00    0．00  0．00  0．00  0，02  0．OU  0．U二王  

（12）栄養士   0．00  0．00  0．00  0．0％  0．00  0．00  0．00    0．0（】  0．01  0・01】0・0％   0．00  0．00  0，00  0．12   

2 その他の職眉   0．76  0．13  0．89  85．6％  0．71  0．11  0．82  86．8％  0，91  0．Otま  1．OU  gl．5％  0．76  0．25  l．01  75．3％  1．21  0．58  1．79  67．4％   

合 計   4．38  7．39  11．77  37．2％  3．88  6．69  10．47  37．1％  6．80  11．58  18．37．0％   4．09  7．24  1l．34  36．1％  7．g3  2．B9  10．82  7ユ．3％   

客体数   258  183  26  16  0  G27   

1施設・事業所あたり定見  

参 考  居住支援系                 日中活動系   1施設・事業所あたり定見  25．0  

妨間系その他  1施設・事業所あたり延べ利用者数   2，695   Z，529   3，636  1，084  

0〇   

（単位：人J  

児童デイサービス  短期入所  重度障眉者等包括支摸  共同生活介護単独型  障害者支援施設  

常勤  非常勤  合計  常勤串  常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計 常勤率   
1直棲処遇職員   3．64  1．93  5．57  65．溝  3．52  0．91  4．43  79．鍋  1．87  2．02  3．89  48．1％  24．78  3．83  28．62  86．6％  3．61 0．92   ‘l，53 79．7％   

（1）サービス管理★佳肴   0． 仇02   0．63  96．6％  0．05  0．UO  0．05  98．6％  0．3：i  0．07  0．39  83．3†i  1．28  0．U2  1．29  98，溝  0．60  0．0ヰ  （）．か＝ t招∴消   
（2）サービス提供★住着   」 0．03  0．01  0．04  旦・11  0．01  0，12  
（3）看護職眉（保健師、看護師、准看複師）   0．13   0．01   

（4）理学療法士・作業標法士   0．09  0．03  0．11  73．鍋  0．05  0．01  0．05  89．9％  0．00  0．00  0．00    0．2モi  U．14  0．39  65．7％  0．10  0．10  0．20  5l．1％   

（5）児童指導員又は保育士   2．31  1．44  3．76  61．6％  0．08  0．01  0．09  93．0％  打   
（6）就労支壊員   

0．00  0．00  0．00    0，15  0．02  0．18  88．2％  0．00  0．00  0．00  
0．00  0．00  0．00    0．04  0．00  0．04  100．0％  0．00  0．00  0．00  0．0％  0．1（i  0．Ol  U．17  94．7％  0、UO  0．00  U．00  

（7）耽業指導員   0．00  0．00  0．00  100．0％  0．22  0．03  0．25  86．5％  0，00  0．00  0．0〔）    0．49  0．12  0．62  80．1％  0．00  0．00  0，00  

（8）生活指導鼻・生活支援員   0．27  0．1g  0．46  58．5％  2．16  9．67  2．83  76．2％  0．45  0．51  0．96  46．8％  20．13  3．03  23．15  ▲  
（9）ホームヘルパー   0．14  0．1（；  0．30  46．2％  0．27  0．06  0．32  83．5％  0．02   

（10）相絞支援等門旦   0．03  0．01  0．04  77．4％  0．02  0．00  0．U2  100．0％  0．DO  0．00  0．OU    0．03  0．00  0．03  100．0％  〔l。00  u．uU  U．0し）  

（11）世話人   0．00  0．00  0．00    0．11  0．07  0．柑  60．7％  1．01  l．38  2．39  42．1％  0．02  0．00  0．02  83．3％  0．00  0．00  0，00  

（12）栄養士   0．01  0．00  0．01  75．0％  0．18  0．01  0．19  93．鍋  0．00  0．00  0．00  0．8％  0．87  0．04  0．9l  95．7％  0．00  0．01  0．01  0．0％   

2 その他の職眉   0．86o．37   1．23  69．5％  1．57  1．43  3．00  52．5％  0．44  0．20  0．64  69．1†8  4．76  1．89  6．64  71．6％  0，67  0．18  0．85  7t）．0％   

合 計   4．492．31   6．80  66．1％  5．10  2．34  7．43  6乱6％  2．31  2．22  4．53  51．1†8  29．54  5．72  35．26  83．8％  4．281．10   5．38  79．5％   

客体数   267  135  0  147  97  23  



（単位一 人）  

自立訓練（生活訓練）  就労移行支援  就労継続支援A型  就労継続支援B型  

常勤非常勤合計常勤率             常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤壷  常勤  非常蔽  合計i常勤率       常勤  非常勤  合計  常勤率  有料  非常勤「合計   常勤率   

1直接処遇職負   2．70  0．69  3，3g  79．8％  3．90  1．13  5．03  

（1）サービス管理★佳肴   0．58   

（2）サービス提供★佳肴   

0 07  0 03  010  68 摘  0 02  0．0（】  0．02  998％  0 06  0 0こ！  p・10  65・鱒  0．00  0．01  0 0l  2g．1％  0．00  0．00  0 00  （3）看湾職員（保健師、看護師、准看儒師）  
（4）理学療法士・作業棟法士   

（5）児童指導員又は保育士   0．00   

70．4％  

し8）生活指導員一生活支援員  
（9）ホームヘルパー  

（12）栄養士   0 01  

2 その他の職員   

合 計   3．28  1．04  4．32  75．9％  4．63  1．33  5．96  77．7％  6．46  1．59  8．04  80▲3％  4．11  1．37  5‘18  75．0％  1．67  0．Hl  ∠．画67．欄   ご．55  り・璧 ｛ 
客体数   135  210  62  581  59  川   

77．6％  4．88  U．66  5．54  8臥1％  3．22  1．り1  4．2こ！  76．1％  1．42  0．70 0∴ほ 0．00  2．12  67．U％ 73．3％  1．83  〔）．Uポ  1．91  96．代 5∠．㈹    0．50  0．03  0．52  94．5％  0．56  0．02   96．4％  0．73  0．05  0．78  94．0％  0．62  0．02 0．nO  0．64 0．04  97．0％ 98，R％  0．32 0．00   0．44   0．07 0．00  0．06 n．〔柏  01：1    0．04  ，0．00  0．04  100．0％  0．01  0。00  0．01  100．0％  0．06  0．Ol  0．07  90．9％  0．04       0 00  100 0％    0〔）0                                                      0 00  0．00  000      0，00  0．00  0．00  0．0％  0．01  0．01  0．02   62．5％  0．02 0．00  0．00  0．02  100・0％  0．00  0．00  0．0〔）  0．Oqム 】UO．U‰  74．6‰  0．00 0．00  0．00  0．00   0．00  0．00  0．りり    0．01 0．01  【uol 0．00  0．01 0．01  50，0％  0．00  0．00     0，00  0．00 二左石「    0．00  0，00  0．00    0．0ひ  000    000 n．0（l  0．00      （6）就労支援艮     100．0％  1．15  0．20 0．50  1．35  85、4％  0．76  0．01   98．7％  0．18  0．08 0．44  0．26 1．73 1．47   0．00 U．00  0．00  0．OU     0．Or） 0．（1U  t）．0（） U．UO  （7）職業指導員  0．04  0．02  0，0（i  60．蛸 7g．0％  1，23   1．73  70．9％  2，27 0．87  0∴＝   

く£〉   

（単位：人）  

多機能型（再掲）  共同生活壊助・共同生活介確  
一体型  

常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤率   

1直接処遇職眉   6，37  2．06  臼，43  76．6％  2．58  3．17  5，75  44．鍋   

（1）サービス管理書佳肴   0．84  0．02  0．86  98．2％  0．48  0．11  0．59  80．8％   

（2）サービス提供★佳肴   0．09  0．OU  0．09  99．8％  0．11  0．Ol  0．12  91．1％   
（3）看維職員（保障師、看穫師、准看積師）   0．22  0，19  0．41  54．7％  0，00  0．00  0．00   
（4）理学凍法士i作業凍法士   0．04  0．U3  0，06  58．4％  0．00  0．00  0．00  

（5）児童指導員又は保育士   0．11  0．03  0．14  80．5％  0．00  0．00  0．00  

（6）就労支援貞   0．47  U．13  0．60  78．6％  0．00  0．00  0．00  
（7）職業指導鼻   1．18  0．29  1．48  80．用  0．00  0．00  0．00   

（8）生活指導員・生活支援員   3、29  1．27  4．66  72．1％  0．48  U．45  0．93  51．7％   

（9）ホームヘルパー   0 03  0 06  0 09  33 5％  0・01  0 02  0 03  32 3％   
（1D）相耗支援専門員   0．02  0，01  0，03  66．7％  0．00  0．00  0．00  

（11）世言古人   0，00  0．03  0．03  12．2％  1．50  Z．57  4．07  36．8％   

（12）栄養士   0．07  】0・02  0．09  81．5％  0．00  0．00  0．00  

2 その他の職眉   1，33  0，56  1．88  70．4％  0．37  0．11  0．48  76．4％   

合 計   7．70  2．62  10．32  74．6％  2．95  3．28  6．23  47．3％   

客体数   285  90   

1施設・事業所あたり定員  l 

参 考  居住支援系  1施設・事業所あたり定員   32，2  

妨間系その他  1施設・事業所あたり延べ利用者数  



（3）旧体系 特定旧法指定施設等  
（単位∴人）  

客体数   355  178  522  662  133  91   

居住支援系   1施設・事業所あたり定員   51。0  55．9  19．5   ，  

参 考  1施設・事業所あたり定員  22．9  34．6  

日中活動系             訪問系その他  1施設・．事業所あたり延べ利用者数  

（4）障害児施設等  
（単位：人）  

入所施設  適所施殴  

常勤  非常勤  合計  常勤率  常勤  非常勤  合計  常勤率   
1直接処遇職員   14．69  0．53  15．12  96．5％  ：l●  1．87  g．96  81．2％   

（1）サービス管理1任者   0．08  0．00  0．08  100．0％  0．05  0．00  0．05  9tS．2％   

（2）サービス提供兼任者   0．03  0．00  D．03  100．0％  0．05  0．00  0．05  100．0％   

（3）看護職眉（保健師仁看護師、准看護師）   0，30  0．03  0．33  92．4％  仇56  0．31  0．85  64．0％   

（4）理学療法士・作業療法士   0．02  0．04  0．06  33．3％  0．36  0．25  0．60  59．2％   

（5）児童指導員又は保育士   12．59  0．42  13．Ol  96．8％  6．02  1．05  7．06  85．2％   

（6）就労支援員   0．01  0．00  0．01  100．0％  0．00  0．00  0．00  

（7）臓業指導員   0．40  0．00  0．40  100．0％  0．02  0．01  0．03  58．8％   

（8）生活指導員・生情支援員   0．61  8．02  0．63  g6．5％  0．73  0．2Z  0．95  77．2％   

（9）ホームヘルパー   0．00  0．00  0．00    0，02  0，00  0．02  100．0％   

（10）相談支援専門且   0．08  0．00  0．08  100．0％  0．05  0．00  0．05  100．0％   

（11）世商人   0．02  0．00  0．02  87．0％  0．00  0．01  0．01  0．0％   

（12）栄養士   0．45  0．03  0．48  94．4％  0．25  0．03  0．28  89．3％   

2 その他の職員   4．32  l．20  5．52  7臥3％  1．96  1．21  3．17  61．7％   

合 計   18．91  1．73  20．64  91．6％  10．05  3．09  13．13  76．5％   

客体数   104  103   

居住支援系   1施設・事業所あたり定見   36．7  

参 考           日中活動系   1施設・事業所あたり定見  22．6  

妨間系その他  1施設・事業所あたり延べ利用者数  



3．職尉人あたり給与（平成19年1年分）：サービス種類・常勤一非常勤別  

（1）全 体  
（単位：円）  

全体  障害児施設等  
γ‾ 

常勤．非常勤  常勤   非常勤   常勤   非常勤   膏勤 非常転‾一【  

1サービス管理責任者   

ワ ♯－－ドス提供t佳肴   4371．019  4．224．301   4．221，292  4．411，827  も977．585  2，276．923  5．738，529       ’i454170  2144 385   326（i68Z  2 076 696  4339671  1，ZOO．OUO  5，1封．652  6，744，00U   
師  3 718103  2 215107  4179 705  2 515 934  4133 293  2，523 7邑4   

避．1、  3 769 211  2 788 614  4157 466  3（i95 428  3 832 273  2 745 96日   

5児童指導員又は保育士   3．675．858 1．928．813   2．873．686  1，874．696  2，722．186  l．387．900  3．885．673  2．035．361   

6 就労支援員  3，27t），033 1．753．9t）9   3．156．941 1，734，194   3．413．780  1．799，317  5．601．910   
7 職業指導艮   2．219．994     3．321．830 1．756．727   五前石五「て石臼7云   3．487，019  l．699，121  4．65・l．503  

8生活指導員・生活支援員  8  9 3  3 66 522  1793 41（）  3 667 376  1875 9n5  4195 977  2 074 075  
9ホームヘルパーー   2．665，242   

10 相談支援専門員   1．只On，000   

11世話へ   2．499．625  1S76 047  2 418 543  1，874，256  2．957．993  1．倶拍．245  2．041．550  2．849．667   
12、養士   509    3－726．059      2．368．502      3．997】074  1．84、，3   

字体数   3．510  1．927  1，4〔〉9  ‖7  

町人  



（2）新体系  
（単位二円）  

坊間系サービス  居宅介護（再掲）   五度肪間介護（再掲）   行動援護（再掲）  療養介護  

常勤   非常勤   常勤  非常勤   常勤   非常勤   常勤   非常勤   常勤   非常勤   常勤   非常勤   常勤   非常勤   
1サービス管理★佳肴   3．101，972  3．005．840  2．400，000  2，968，823  

2 サービス提供★任者   
も579，11（∋  5．318，808  4，420，107  1，995，643  

3．242．264  1．979，135  3，055，411  2，188．496  3，876，3gl  2．092．162  2．785，956  1．503．246  3．52‘l，016  5．859，880  3，709．099  1．870．000   
3 看護職眉（保健師、看護師、准看律師）   3，183，566  2．719，754  3，601，016  2．873，478  3，48り．709  2，202，798  2．47：i，862  2，35（i，41（I   
4 理学療法士t作業療法士  3．871．1t；3  2，710，816  3．977，551  2，945．977   

5 児童指導員又は保育士   2．677，609  2．664．540  2．6gO．677  2，873，955  2，0（i3．070  2．875，468  ユ，H76，517   

6 就労支援員   4．128，154  1，435，1B（i  4，128．154  1，435．18（；  3．662，316  2，606．小10  

7 職業指導員  3．098，372  2，134．816  1．800】000  
8 生活指導員・生活支援員   2．337，476  3．418．933  2，387．548  3，416，933  1．901．850  3，087，572  l，7g2，137  2．614．621  1．703，939   
9 ホームヘルパー   2．583．211  2，095，182  2，406，4gl  2，043，210  2，97（；，416  2，450．308  1．648，056  1，668，870  

10 相談支援専門員   
2．223．262  1．g50．419  1．71Ⅰ．435  1，735．6gO  

2．160，564  3，133．364  3．827．896  6，280．800  3，662，520  2，17こ），771   

11世言古人  l．089．714  l：●  2．109，205  l，174．773  

12 栄養士  3，705∫338  2，579，502  

客体救   138  103 ■  5  0  420  167   

居住支援系  1施設・事業所あたり定員  

参 考  24   

訪問系その他  1施設・事業所あたり延べ利用者数   3．261   2，779   6．774   535  

（単位二円）  

短期入所  重度障害者等包括支援   共同生活介護単独型  障害者支援施設      自立訓練（生活訓練）  就労移行支援  

常勤   非常勤   常勤   非常勤   常軌   非常勤   常勤   非常勤   常勤   非常勤   常勤  非常勤  常勤  非常勤  

1サービス管理書任着   5，387，135  3．832．656  3．249．929  5，691．114  5，7g3，960  4．795，粥1  5－344．730  3，609，605  3，063，121  4．187．702  6，148，841   

2 サービス提供1住着   2，659．243  2，954，850  3，475，820  2．389．937    3．259，850  
3 看護職眉（保健師、看護師、准看護師）   4．740，041  3．211．104  4，583，91了  4，351．145  2．303．059  3．429，755  3．6川．000  3－537．774  1．350，00U  4．4U5，UOO   
4 理学療法士・作業療倭士  3．880．605  3．370，199  3，891，134  2．763，163  1．800．000  

5 児i指導員又は保育士   1．959．771  4，655．508  1，594，941  1，875，000  

6就労支援員  2．625．466  1．214，000  3．134，501  1，217，200    3．737，531  1．718．076  
7職業指導員   ．；．  4．054．011  1．564．4錮  2．763．73l  

8 生活指導員・生活支援員   3，888，818  2，041，883  

9 ホームヘルパー   
2．689，278  2，179，735  3，385，014  1．730．63日  3，U26．14日  1，527．983  2，655，154  1．872，795  2．765，311  

3．395．094  2，583．247  2．443．010  

10 相餃支援専門員   2．763，949  4．077．199  

11世話人  1，377，909  2，690．290  1．984．809  1，452．000  1，179．6開  1，574．367  1．215，581  ユ．656．127  

12 3．922．149  3．120，790  3．654．661  2，690，839  3，268．210  2，306．347  2，869，822  4．763．975  1，811．038   

客体数   88  0  118  63  19  103  145   

居住支援系  1娩股・事業所あたり定員   4．8  10．2   60．0  
－㌦一一－－－〟一   

参 考  51．3   16．2  15．5  

日中活動系  1施設・事業所あたり定員             妨問系その他  1施設・事業所あたり延べ利用者数  



（単位：門）  

就労継続支援B型   共同生清援助単独型  多機能型（再掲）  就労継続支援A型  介護一体型  ‾‾  
常勤  非常勤  常勤   非常勤   動   非常勤   常勤   非常勤  －，■ぎ  

1サービス管理兼任者  3，933．719 7  4 946 620  4 と事4′ 448  1505 05U  4 5t）7 248  4．ニ92．5：i4  

2サービス樵供1佳肴  2．9ニi4，臼59   3．243．318  

3看護職眉（保健師看護師准看護師）   

4 理学硬法士・作業撰法士  

占児童指導員又は操育士  衰画「万福面   共同生活援助・共同生活      1       M盲          常勤     一－－－－－－・一・－→      1   l                      3，285，456 3．438．53R    3．洲札U・持 36741日臼        3．427．08     〇，         5，b59，臼80 2∩97．106       4－172．805  2．748，362  2．663，819  2，10l】482                              2．847，827 2．457，651  l，909，97月 1，842－699  
6就労支援員  3，141．629  t2∫008，171  

7職業指導員   
生活、・生活   

⊥塑塑 9ホームヘルパー  
10相較支援専門員  3．114．371  

2．410．911  1，682，500  辺  1，リ46．854  11世話人  
3．529．652！1，7肱U81  12栄養士  2231．2リ2           三け至頭    1．991，978                3．117．587  1，847．964         3．24～）．1J6           ：l、（椅4、50（1  L椚7．112  2．44（）．00∩   2，177．引用     2．606，426  l．814．488    3 24（）242  1854324   2 674 455  1664 817  2，310．344  

客体数   44  418   47   16   18：Z  了4  



（3）旧体系 特定旧法指定施設等  
（単位：円）  

身体障害者施設  知的障害者施設  精神障害者施設  
入所施設  通所施設  入所施設  適所施設  入所施設  適所施設  

常勤   非常勤   常勤   非常勤   常勤∴  非常勤   常勤   非常勤   常勤   非常勤   常勤  非常勤   
1サービス管理★任者   4，998，918  4．901，010  5．432．293  4．534．035  3．600，000  4，015．471    3，641．682  2，036－364   
2 サービス提供1住着   3．864．677  3．605，970  4．874．175  4．593．795  1．200，000  3．721，829  3．243，8′】4  

3 看護職員（保健師、看護師、准看護師）   4，05（i．114  2．410，049  3．，430，31g  2，368．246  4，283．70g  2．386，416  4．239，848  2．897，532  5．028，098  

4 理学療法士・作業衆法士   4．191．444  3．949，935  3．774，964  1，200，000  2，626．164  5．170．123  3．723，333  3，746．150  4．60（），000  2，638．500  1．用0．J37   

5 児童指導眉又は保育士  3．347．337  2，ヰ09，61U  1．387．900  

6 就労支援員   3 862000  l，539．571  2 493198  2，036，815  3．484．213    3．476．753  1．825．063  2，007．277    3，372．524  2，442，ゼB2   
7 職業指導月   3．986，525  1．762，338  3，412，661  1，677，216  3．597．960  1，682．872  3，235．167  1，702．077  2．756．432  1，158．288  2，758，440  1．947，201   

8 生活指導貞・生活支援員   3．481，812  1．936，652  3．585，Og2  1，792，596  3．786．550  1．839，071  3，664，129  1，877．249  3．412－257  2．459，579  2．901．338  1，630，97¢   

9 ホームへ／レバー   2，88l．547  1．620，690  2．390．402  2．407，824  3，271，783  2，561．679  

10 相談支援専門員   3，166，014  2，075，00（）  4．631．350  1，800．000  3，850，080  3．422．953  

11世斉舌人   3．168，853  2，261，751  1．914．031  1．936．623  1，416．395  2．046．115  3．448，404  

12 栄農士  

客体数   215  139  396  464  116  64   

居住支援系  1施設・事業所あたり定員   50．8  54．3  19．3  

参 考                   日中活動系  1施設・事業所あたり定員  22．4  34．3  21．6  

坊間系その他  1施設・事業所あたり延べ利用者数  

（4）．障害児施設等  
（単位二円）  

入所施設  通所施設  

常勤   非常勤   常勤   非常勤   

1サービス管理1任者   6．336，856  3，345－Z19  

2 サービス提供1住着   6，489，178  6，744，000  2．416．600  

3 守護職員（保健師、看護師、准看穫師）   4．174．615  3．452，312  4，099．94Z  2，45Z，723   

4 理学療法士・作業療法士  3，832．273  2，745，968   

5 児i指導員又は保育士   4．013，448  2．312．606  3，536．197  1．919，081   

6 就労支援員   5，601，910  

7 林業指導旦   4．712，126  2．740．571  3，720．999  1．959．705   

8 生活指導員一生構文援員   4，570，824  1．787．219  3．634，035  2，114，335   

9 ホームヘルパー  2．787，567  

10 相談支援専門員   4，801，393  4．585．257  

11世言舌人   2．041．550  2．849，667  

12 栄養士   3．950，737  4，101．642  1，845．039   

客体数   78  69   

居住支援系  1施設・事業所あたり定点   37．9  

参 考           日中活動系  1施殻・事業所あたり定点  21．9  

肪間系その他  1施殻・事業所あたり延べ利用者数  
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障害者自立支援給付費の報酬について  
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○障害福祉サービスの報酬については、平成21年4月に改定を行うこと  

とし、そのための基礎的資料となる経営実態調査を行った。  

○平成20年度障害福祉サービス等経営実態調査結果における事業者の  

平均的な収支の状況は以下のとおり。  

体   4．469   6．19名  5．047   

体   1．689   5．49名  2。830   

旧 9．190   7．0％  1．962   
害児施設等  ▲3，964   ▲4．2％  207   

○ なお、この調査結果の評価に当たっては、職員の配置や給与の状況、  
サービス利頗の実情等を総合的に勘案することが必要。  
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○これまでの本部会における報酬率定に関する主な意見を  

整理すると以下のとおり。  

1．人材確保のために報酬を引き上げるべきではないか。  

2．地域移行を促進するものであるべきではないか。  

3．重度障害者などに対するサービスの質の向上を図るべきでは   

ないか。  

4．サービス提ヰ  盤の安定を図るべきではないか。  

5．旧法施設の新体系移行に配慮した内容とすべきではないか。  

6．中山間地域などに配慮すべきではないか  

7．その他  
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【論点（畢）】  

○障害福祉サービスの報酬については、①人材確保、②地域移行の  
促進、③サービスの質の向上、④サービス提供事業者の経営基盤の  
安定、⑤新体系への移行の促進、⑥中山間地域などへの配慮等を基  
本的な視点としてはどうか。  

○また、障害者自立支援法の課題に対応するために報酬の改定が  
必要となる事項については、本陣専者部会の意見を踏まえて平成  
21年鹿の報酬改定を行うべきではないか。   

特に、現下の社会経済情勢の下では、福祉人材の確保が最重要  
課題となっており、重点的に対応すべきではないか。  
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○障害  サービス費  の体系については、利用者、事業者双方の  
視点から、在るべ  

福祉サービスの質  向上、良質な人材の確保と事業者の経営  
基盤の安定のため、平成21年4月に障害福祉サービス費用の額の  

実施。  

なデータの収集・分析が  ○このため、事  

不可欠であり、公平・公正な経営  
続きを進める。   

査に早急に着手するなど手  
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れまでの議論の整理（案）  

※ 前回までの検討資料の「論点（案）」を基に、これまでの議論を塵理したもの。  

（下線部は、これまでの資料■（論点（案）等）．になかったもの。）   



（Ⅳ）障害者の範囲  

（D 障害者の定義  

② 手帳制度  

（Ⅰ）相談支援  

① ケアマネジメントの在り方  

② 相談支援体制  

（Ⅴ）利用者負担  

（Ⅱ）地域における自立した生活のための支接  

① 地域での生活の支援  

（診 就労支授  

③ 所得保障  

（Ⅵ）報酬  

（Ⅶ）個別論点  

－ ①サービス体系  

②障害程度区分  

③地域生活支援事業  

④サービス基盤の整備  

⑤虐待防止・権利擁護  

⑥ その他   

（Ⅲ）障害児支援  

① ライフステージに応じた支援の充実  

② 相談支援や家庭支接の充実  

③ 施設の見直し等による支援の充実  



■－・－   



を充実させていくべき。  

【更に検討すべき点】  

細裂象と笹岡  

艶聞旦過激L鷹剋塵農曳  

に寄せられた相談をL他  

蜘ヒ塵飽生担敬重擾旦阻虹遡越   

居から地域生活への移行の相談、地域生活における2牛  

いての調整、などを行j  地た塩数量援重量畳⊆ヱ立上な皇祖親玉揮l三．？＿  
相談支援の拠点助郷  どうか   

獅迩羞昆虫」塵全摩暴かヰ陸豊艶赴を豊艶象象旦覿殴  

々の市町村の実  腰ぜ盈を  、個  

皇 

跡方   

（サ岬ビス利用計画作成費の対   

象者）  

○ 障害者の自立した生活を支えていくため、障害者の抱える課題の解決や適切なサ   
ービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援していけるよう、サ   

ービス利用計画作成費の対象者について、施設入所者等を含め、原則としてサービ   
スを利用するすべての障害者に拡大していくべき。   

通L塵豊童杢△旦旦旦選腰」息豊艶塞   
亙型虹L度量星組自上地ユ吐息基  

が必要。  
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害福祉、僻 馳て随喜塵   

の自立した生活を支則   

○ サービス利用の手続について、障害者の受けるサービスが適切なもの（必要かつ   

十分なもの）となるよう、そのプロセスにケアマネジメントの仕組みを導入すべき。   

具体的には、サービス利用計画の作成が、市町村による支給決定の後（利用できる   

サービスが決まった後）となっていることを改め、障害者が抱える課題を分析し、   

どのようにサービス等を組み合わせて支援していくべきかを含むサービス利用計   

画案を作成し、支給決定の参考とするようにすべき。  

（サービス利用手続の見直し）  

別紙1 ←  

○ また、サービス利用計画の作成後についても、サービスの利用が障害者の状況や   

ニーズに適合しているかを確認するために、サービス利用計画作成費の活用によ   

り、一定期間ごとにモニタリングを実施し、サービス利用計画を見直すこととすべ   

き。   

■－■■－■■■t■－－－－■－●■－◆■■－■■－－■－－■－■－●■■－－■－－－－－－→－－－－－－－－－－一一－－－－－一一－－－－－－一一－－－－－－－－－け一－－u n一一一一－一一一一－－一一一一－－－－－－－－l‾‾－－‾‾‾‾■‾‾‾‾l  

【更に検討すべき点】  

（モニタリングの実施）  

別紙2 ←  

○ 上記のケアマネジメント・モニタリングの実施については、  

市町村がその責任において統一的かつ総合的な判断により支給決定を行  

うという仕組みとの整合性を確保すること  

可能な限り中立的な者が、髄  

（ケアマネジメント・モニタリン  

グを実施する体制）  

などに  」塾生旦∠適戯＿二畳屋飽⊆虫応す   
より  の向上を図之王邑⊥主上  

に留意することが必要と考えられる。  

る人材の  

○ このため、見直し後幽L±選遡塵逝去  

の拠点的な機関が指定事業者と岬   



うこととしつつ、既存  

嘲鼻塵鬼塵遜長堤  

業者に委託で苫ることと㈱  別紙3 ←  

胤低空盟塵  ことがあり、   ○ をお、「ケア」髄  幽あユ土9 仙＿  

盈」∋重量壊壇議会の充塞  

○ 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづく附こ閲し、中   
核的な役割を果たす協議の場である自立支援協議会について、設置の促進や運営の   
活性化を図るため、法律上の位置付けを明確にするべき。   

○ あわせて、運営マニュアルや運営の好事例の周知など、国や都道府県において設   
置・運営の支援を因っていくべき。その際、自立支援協議会への当事者の参画を促   
進すべき。  

（自立支援協議会の法定化）  

（自立支援協議会の運営の支援）  
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① 地域での生活の支援  【基本的考え方】  

O 「障害のある人が普通に暮らせる地域づくり」という理念を踏まえ、退所・退   

院が可能な者について地域移行を更に進めていくとともに、できるだけ地域での   

自立した生活を継続していけるようにするため、以下の観点から支援の充実を図   

る。   

① 地域移行の促進  

（診 「住まいの場」の確保   

③ 地域生活に必要な「暮らし」の支援  

芝2＿地塊捜缶の促進  

○ 障害者声援施設に入所している者や、精神科病院に入院している看であって、退   
所・退院が可能である者の地域移行を支えるため、入所・入院中の段階から、退所・   
退院に向けた相談や計画的な支援についての調臥更七は実際の支援を行う取組に   

ついて、全国的に実施されるよう充実させていくことが必要。  

（地域移行を支えるコーディネ  

ート機能）  

【更に検討すべき点】  

○ 具体的には、  

（1）施設入所者や精神科病院の入慌者I言＝叫＼ても、  退所   

5  



○ 長期間入所や入鹿をしてい昂者が、施設・病院の外での生活に徐々に慣れてし、く   
ことにより、円滑な地域移行が向能となるよう、退所・退院後に自立訓練事業によ   

り生活訓練を受けることに加えて、入所・入院中の段階から、宿泊等の地域生活の   
体験ができるような仕組みが必要。   

旦轍鹿巌剋鮎   

皇且．虞皇1；塵史三陸呈逼辿せ二旦を皇剋担土工過三王座験長文愚過怠王塵劇や月   

象上耳鼻主上を検討す軋   

○ 刑務所に入阻していた障害者について、退所後、円滑に地域で暮らしていけるよ   
うにするための支援が必要。  

（移行のための宿泊等の体験を  

支える給付）  

（刑務所からの出所者の支援）  

○ 障害者入所施設については、常時介護が必要な障害者等について施設において介   

護等の支援を行う役割を果たしている。  

今後、専門性を持つ地域の資源として、  

（1）入所割こ対する地域移行の支援  

（2）グループホームやケアホームの実施、日中活動系の事業、短期入軋訪問事  

業の実施など、地域生活を支えるための支援   

の役割について、更に果たしていくバき。  

（地域移行における入所施設の  

役割）  

6   
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○ 具体的に瞞津㌧地越   

生活への移行㈱対象と主星   

ことについて検討してはどうか。 

○ 同じく、障害者が緊急時等に頼ることができ、地域で安心して暮らすことができ   

るよう、ショートステイ（短期入所）について、単独型のショートステイを含め、   

更なる充実が図られるよう、報酬改定等において検討すべき。  

（ショートステイの充実）  

（医療的なケアが行え．るサービ  

スの充実）  

○ 医療的なケアが必要な障害者についても、地域移行や地域生活の継続が図れるよ   

う、医療的なケアが行えるショートステイや通所サービスの充実について、報酬改   

定等において検討すべき。  

ヨた1  

○ 訪問系サービスは、障害者が地域で暮らしていく上で大切なサ【ビスであり、「行   

動援護」など新たな類型のサービスの一層の活用を図るとともに、訪問系サービス   

や様々な支援を組み合わせ、重度の者を含め地域での生活を支えられるよう、その   

充実を図っていくべき。   

（訪問系サービスの在り方）  



【基本的考え方】  

○ 働く意欲のある障害者がその能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を   

していくことができるよう、一般就労を希望する障害者を対象とする就労移   

行支援、一般就労が困難な障害者を対象とする就労継統支援について、以下   

の観点からそれぞれの充実b活性化と関連施策との連携を図るム   

① 一般就労への移行支援の強化   

② 福祉的就労の在り方   

③ 障害者雇用施策等との連携強化等  

芝2ニ盤就労つ旦漫缶重度男鹿他  

○ 二椴就労への移行を製姐弘1王⊥魔盈丞旦   
如乏   細腰凰Lニ盤観望   
廟戯   

改変軋ミュ吐互換誼壬ご三豊。 

○ 併せて、一般就労への移行を促進していくためには、広く障害者本人や関係する   
者の意識を醸成していくことも重要。  

（一般就労への移行の成果の評  

価の在り方等）  

年度中途にお  踏まえる  

箆i立と．も整数土  による訓  

10   
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かを判断するための客観的指標の作成が困難である中で、障害者本人の希望を尊重   

しつつ就労の可能性を見出す機会を制度的にも設けておく必要があるとの考え方   

に基づき、就労移行支援事業を利用したうえでB型を利用することを原則としてい   

る。  

【更に検討すべき点】  

○ 他方し   

豊後誼支援重量量l主金主．）工」互生吸塵監皇よ土星た土工。、   

嚇皇   

潮墓   

との意見がある。  

必要であれば、  

○ 与噸。  

本人の能力日適性について短期  ○ 就労重援関係の給付郷   

間のアセスメントを経ることが必要ではないか。  

○ なお、現行の仕組みを前提とすれば、特別支援学校在学中に、例えば夏休み等   

において就労移行支援を利用することにより、卒業時点から就労継続支援B型を  

12   



象l  
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虎1  
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【基本的考え方】  

○ 障害のある子どもが心身ともに健全に育つ権利を保障するとともに、IL【自立と   

共生」という理念を踏まえ、障害の有鮒二関わらず安心して暮らせる地域づくり   

を目指し、以下の4つの基本的視点を基に、障害児支援施策を充実させる。   

① 子どもの将来の自立に向けた発達支援   

② 子どものライフステージに応じた一貫した支援   

③ 家族を含めたトータルな支援   

④ できるだけ子ども・家族にとって身近な地域における支援  

ライフステージに応じた支  

崖嬰重宝  

芝L腰害の里親発見∴辛抱対応農  

（関係機関の連携による障害の  

早期発見・早期対応の取組の強  

化）  

○ 障害の早期発見・早期対応の取組を強化するため、各地域におし＼て、医療機関（産   

科、小児科）、母子保健、児童福祉、障害児の専門機関等の連携を強化し、可能な   

限り早期から親子をサポートしていく体制づくりを進めていくべき。その際、地域   

自立支援協議会について、子ども部会を設置する等、活用を図るべき。  

（「気になる」という段階からの  

支援）  

○ また、可能な限り早期から専門的な支援を行うことが子どもの発達支援の観点か  

らも大切と考えられ、障害があると明確な診断ができないケwスや、親が障害があ  

ることに気付き適切に対応できていないケ肋スなど、「気になる」という段階から  

16   





する医療提供型の施設とに一元化していくべき。  

○ また、現在予算事業で行われている重症心身障害児（者）通園事業について、あ   
わせて法令上に位置付けて実施していくべき。  

ウL＿掌齢親∴青年瓢呪宝鑑  

○ 現在の経過的な児童デイサービスや日中一時支援事業について、放課後や夏休み   

等における居場所の確保が求められていること等を踏まえ、単なる居場所としてだ   

けではなく、子どもの発達に必要な訓練や指導など療育的な事業を実施するもの   

は、放課後型のデイサービスとして新たな枠組みで事案を実施することとすべき。  

（放課後や夏休み等における支  

援）  

○ 一般施策である放課後児童クラブ等においても障害児の受入れが拡大している   

ところであり、今後、障害児の専門機関が放課後児童クラブ等に対して巡回支援し   
ていくことにより、障害児の放課後児童クラブ等での受入れを促進していくべき。   

○ 学校卒業後に円滑に地域生活や就労への移行ができるよう、教育・福祉q就労施   

策の連携を強化し、例えば学校の在学中から、夏休み等において体験的に就労移行   
支援事業等を利用するようにすべき。  

（障害児の放課後児童クラブ等  

での受入れ）  

（卒業後の就労・地域生活に向け  

た関係施策の連携）  

芝LラA之ろ卓二芝生遵ぶ互魁談   

真理の方策  

18ノ   





（レスバイトの支援等）  ○ また、子どもから一時も目が離せない等の状況にある保護者の精神的・肉体的な   
負担感を軽減し、ぎりぎりまで頑張って在宅で育てられなくなるということを防ぐ   
ため、ショートステイの充実等、レスバイト（一時的休息）の支援を図るべき。   

○ あわせて、障害児がサービスを利用した場合の利用料の軽減措置を継続するな   
ど、家族の負担能力を踏まえた配慮を行うべき。  

芝L＿A庚施設の盈且去  

○ 障害児の入所施設について、障害種別等により7類型となっているが、障害の重   
複化等を踏まえ、複数の障害に対応できるよう一元化を図っていくべき。その際   
他の障害を受け入れられるようにしつつ、主に対象とする障害の種別を示せるよう   
にするなど、それぞれの施設の専門性を維持していくことが可能となるよう配慮が   
必要。また、例えば重症心身障害児について手厚い人員配置が可能となるようにす   
るなど、基準等について検討していくことが必要。   

○ 児童福祉法において、障害児の入所施設に満18歳以降も在園できるとされてい   
る取扱いについて、機能的には子どもから大人にわたる支援の継敵性を確保しつ   

っ、制度的には、満18歳以上の入所者は、他の障害者と同様に、障害者施策で対   
応していくよう見直していくべき。   

○ その際には、支援の継統性を確保するための措置や、現在入所してし、る者が退所  

（入所施設の一元化）  

（在園期間の延長措置の取扱い）  

十分な配慮が必要。   させられることがないようにする措置など、  
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障害者基本法における障害者の定義も、何らかの障害があるため継続的に日  

常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者としており、支援の必要性のみに  
よって対象者を定めていない。   

訓練等給付や自立支援医療寧どについては、障害程度区分のような客観的な  

ニ「ズ判定手法がなく、誰を対象とするのか、市町村において適切に判断する  

ことは困難である。  

○ これらの意見を踏まえ、どのように考えるか。  

○ 支援の必要性によって対象者を剋腹掛塵旦象謹選塑あ亙主  

があるのではないか  q＿．．  

○ 発達障害及び高次脳機能障害について、障害者自立支援法上のサービスをより受   
けやすくするために、障害者自立支援法上の障害者に含まれることを何らかの形で   
明確化する必要がある。   

○ この際、特に発達障害については、・発達障害者支援法が整備され、発達障害者の   
定義規定も置かれていることを踏まえ検討すべき。   

※ 障害者自立支援法の対象者を支援の必要性によって判断することについては、上   
記（障害者の範囲についての基本的考え方）で検討。  

○ 一九難病を身体障害者福祉法上の身体障害に含めることについては、そもそも   
身体障害の認定について、身体機能に一定以上の障害が存在していることや、その  

正一障害が固定又は永続していることなど、これまで州定の考え方に基づいて行ってき   
ているところであり、難病を身体障害に含めることは慎重に検討すべき。  

（発達障害及び高次脳機能障害  

の障害者自立支援法における  

位置付け）  

（難病を身体障害に含めること  

について）  
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○ 身体障害者について、身体障害者手帳を所持しなくても、身体障害者福祉法別表   
に該当することが確認できれば、障害者自立支援法のサービスの対象とすべきとの   

考え方があるが、これを行うこととした場合、市町村窓口における判断業務の困難   

性や身体障筆者手帳が障害者自立支援法以外の各種公共サービスの割引等に広く   

活用されている実態を踏まえると、様々な混乱が懸念されることから、慎重な検討   

が必要である。  

（身体障害者と手帳との関係）  

○ 現在、知的障害者に係る定義規定はなく、自治体ごとに取り扱いが異なるため、   

統一した定義規定、認定基垂を置くべきではないかという指摘があるが、従来の制   

度の運用への影響に対しても配慮しつつ、知的障害者の判定方法等について十分な   

知見を収集した上で引き続き検討を行う必要がある。  

（知的障害者の定義規定につい  

て）  
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【基本的考え方】   

○ 障害者自立支援法では、費用を広く国民全体で分かち合う観点から、各サービ   
スにかかる費用の9割以上を公費（自立支援医療については保険を含む）で負担   

する一方、利用者にも、所得に応じて最大でも1割までの負担をお願いしている。   

○ これまで、平成19年4月からの特別対策、平成20年7月からの緊急措置と   
2度にわたり利用者負担の軽減措置が行われているが、今後の利用者負担のあり   
方について検討する。  

○ 利用者負担については、サービスの利用に応じ最大でも1割の負担としつつ、低   
所得者等に配慮した、所得に応じたきめ細やかな負担軽減措置を行っているとこ   
ろ。  

（利用者負担についての原則的  

考え方）  

【更に検討すべき点】  

○ これについて、  

廊  

度量量姐屋上皇負旦土且鼻JL・L上屋監象軋」主監むこさ亘り  

・障害者の所得保障が十分でない輌  

があった  

○ 他方、現行制度には、  
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今後とも必要なサービス量の拡大が予想される中、国。都道府県・市町村と≦  

ともに利用者本人も応分の負担を行うことで障害者制度の安定的な運営のた壬  

めに皆で支え合うことができる  

1  

が対等な関係に立つことができる  

原得に応じた軽減措置を講じることにより、実質的に応能負担の要素も取り官  
入れることができる  

という特徴がある。  

、盲 ○ これらを踏君え、利用者負奥の在り方について、ど町よぅlこ考える赴」  
l  

■－－－－－●－－－－－一一●－－■■■■■－－■■■■■■－■■－■－◆■一●－■■■■■－一一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一■＋－－－－－－一一－－－－－－－一－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－ －－－－－ － ■1←＋＋■ －蠣 －－－－－－－－一 一  

○ 現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月未までの措置  

とされているがこ平成21年4月以降についても、星麒皇。  

（平成21年4月以降における  

利用者負担の在り方）  

0自立支援医療のうち育成医療については、他と比べ中間所得層の割合が大きくな   

っているが、ほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっておらず負担軽減  

の対象となっていないことから、  なる負担軽減につ  

○ 利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない補装   
具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべき。  

○ また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医   

療費等の自己負担と合算した上での償還制度が既にあることから、既存制度との関   

係や、医療制度との実施主体や世帯の考え方の違い等の整理を含め、今後更に検討   

していくことが必要。   



】＿．…，肘W仙＿】＿「＿．＿＿叫▲－ l   

28  



（Ⅶ）個別論点  

臥竺二旦冬体重  【基本的考え方】  

○ 障害者自立支援法では、3障害の一元化や実施主体の市町村への一元化、利用   

者本位のサービス体系への再編、就労支援の強化、支給決定の透明化一明確化な   

どの仕組みを導入。これらの利点を活かしつつ、必要な見直しを実施する。  

○ 障害者自立支援法では、利用者がサービスを選択し、多様なサービスを組み合わ   

せて利用することができるよう、「日払い方式」や、「日中と夜間」に分けたサービ   

ス体系としている。  

（サービス体系の在り方）  

【更に検討すべき点】  

錘き、あ   

やいは嘲   

∴」∃＿払岨過全⊆⊥．重量旦生起地金運豊力亨艶⊥ニニ＿な 

旦丘 

・凋、冬  

場合がある。  

日払い方式になって報酬の請求事務が煩姓幽  
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きとの  見がある  

⊥刊用者の個別めキーズ鍵 

ニ 

二廟   

塵適 偲良迦旦起底地払熟＿＿＿   

9 

豊里L剋男運ぜ  しないと   

別紙4 †－  

○ 生活面での自立や一般就労への移行など、明確な目的意識を持って一定期間で   
効果的・効率的に訓練を行い、サービスの利用期間の長期化を回避する観点から、   
今後も標準利用期間（自立訓練：1年6か月間～3年間、就労移行支援：2年間）   
を設けるという原則は維持しつつ、必要な見直しを行うべきではないか。   

○ 宿箪型自立訓練については、標準利用期間が更に短く原則1年間とされている   
が、1年間では短いという意見があり、見直しを行うべきではないか。  

（標準利用期間）  

○ 障害者自立支援法の施行に伴い、旧法に基づく施設については平成24年3月   
末までに新体系に基づく事業に移行することとされているが、平成20年4月1  

（新体系への移行の促進）  
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地域生活支援事  【基本的考え方】  

○ 地域生活支援事業め充実を図るため、必要な見直しを行うとともに、その一部   

について自立支援給付とすることについて検討する。  

（地域生活支援事業の対象事業）  ○ 地域生活支援事業は、全国一律の基準や利用料で障害者個人に対して給付を行う   
自立支援給付とは異なり、各自治体が地域の特性や利用者の状況に応じて、サービ  
ヽ  ス形態や利用方法等を柔軟に設定するものであり1、その事業量が着実に増加してい   
る。   

今後とも、持続可能な制度を維持するとともに、更に全国的な均てん化を図りつ   
つ、その充実のための方策を検討すべき。  

【更に検討すべき点】  

○ 地域生活支援事業はその実施形態等が各地方自治体の判断にゆだねられてい   

ることが地域間格差を生む原因となっており、各自治体が柔軟に実施すべきもの   
ではなく、全国一律の基準により、個人に対して給付される必要性が高いものに   
ついては、自立支援給付とすることについて検討すべきではないか。   

移動支援について、地域生活支援事業で行われているもののほか、重度の肢  

体不自由者については「重度訪問介護」として、重度の知的障害者及び精神障  
害者については「行動援護」として、自立支援給付とされていることを踏まえ、  

どのよ  えるか。  
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人口の少ない市町村に所在する作業所の移行を促進するため、  センタ  

「について、より少人数で活動可能な形態を‡新設することを検討すづ阜。  

37  

1   



‥－ビス基盤の  【基本的考え方】  

○ 障害福祉計画に基づき、各地域において計画的にサービス基盤の整備を進める   

とともに、障害者福祉を担う人材の確保や、中山間地等におけるサざビスの確保  
取り組む。  

（人材の確保と資質の向上）  ○ 障害者福祉を担う人材の確保を図るため、平成19年8月に定められた福祉人材   

確保指針に基づき、労働環境の整備の推進や、キャリアパスに対応した研修体系等   

キャリアアップの仕組みの構築、福祉・介護サⅣビスの周知覇理解、潜在的有資格   

者等の参入の促進、多様な人材の参入・参画の促進等のための取組を進めていくべ   

き。  

○ キャリアと能力に見合う給与体系、適切な給与水準を確保するために、適切な報   
酬を設定すべき。また、専門性の高い人材の評価のあり方を検討すべき。  

○ 障害者自立支援法では、身近なところでサービス利用ができるよう、種々の規制   

緩和や多機能型事業所の特例など、小規模な市町村でもサ叫ビス確保に取り組むこ   

とが可能となるようにしている。また、介護保険サ岬ビス事業者が障害者にサービ   

スを提供した場合も、基準該当障害福祉サービスや特区制魔の活戸別こより、障害者   

自立支援法からの給付費が支給されるようにしている。  

引き続き、これらの制度について積極的な活用を図るペき。  

（中山間地等におけるサービス  

確保の在り方）  
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【基本的考え方】  

○障害者の虐待防止法制について検討す  

I I を図る。   

るとともに、成年後見制度等の利用促進  

（障害児の虐待防止法制につい  

て）  

○ 高齢者、児童について虐待防止法制が整備されている中で、現行法に基づく取組   

を行うとともに、障害者の虐待防止法制についても積極的に検討すべき。  

（権利擁護（成年後見等）の普及  

方策）  

○ 障害者の権利擁護を図るため、福祉サービスの利用に関する援助等を行うー一日常   

生活自立支援事業」や、市町村が成年後見制度を利用する場合の費用を助成する「成   

年後見制度利用支援事業」の活用を進めるべき。  

卿ユ虻：通過吐絵札と窒息⊆h，とを食塵⊥   今螢更1斬  
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織女柵障蘭音節  保 

障書  

（H2（〉．1†  

の整理（案）   これ  
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邑  

† ！0現行は、市町村は√、障害程度区分、障害者を由り巻く環境、サービス利用意向を勘案して支給決定を行う。  
（各市町村が予め定めた支給基準と帝離した支給決定案の場合には市町村審査会に意見を求める。）  

○また、サービス利用計画の作成手続は、支給決定後（利用できるサービスが決まった後）となっている。  
l ＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－■－・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－J  

【現行の支給決元プロセス】   



見直し後  

○ 障害者の受けるサービスが適切なもの（必要かつ十分なもの）となるよう、そのプロセスにケアマネジメント   

の仕組みを導入して、支給決定の参考とすることとする。  
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【見直した場合のイメージ例】   



【モニタリングのイメージ例】  

く車 
…………＝……－……－－ 、  

し．＿＿．．．1．．一…皿』 

【現行】  

モニタリング等が実施されず、：…  
一般的な  

ケース   
：サービスの適正な評価が行われ：  
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必要に応じて琴長  
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繁1  

【見直し例】  
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相談支援の拠点的な機関のイメージ（案）  
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日払い   月払い   

1．公費が効果的に活用   

されているか   利用日数に応じた公費負担   月に数日の利用でも1ケ月分の公費負担   

2．利用者の負担が適正か  

→利用者の理解が   利用日数に応じた利用者負担   月に数日の利用でも1ケ月分の利用者負担   

得られるか  

3．複数サービスめ利用が  

可能か  

困難 

※仮に、あえて複数サービスを  

→多様な利用者ニーズ  
可能  

過大となる。  
に対応できるか  

：（例）2ケ所利用の場合  利用日数に応じて負担するため、   

利用すると公費負担、利用者負担が  
一一■■－－■－■－■－■lllll■■■－■l■l1－    －－－■■■－－－■－t■■■－－■－－■■－■■ll1－－－■■■－■1－■       ■llll■－■●一■■－■■■■■■■－■■凸■■－－■－■■■t■巾－■■℡■■l■－■■■■l■t■■l1－■－■■  

各々の事業者に1ケ月分の給付が必要となる   

：の 公費負担、利用者負担ともl羊1ケ月分   ため、費用が過大にならないような調整が必要。   

4．事業者の経営の安定が   
図られるか   

サービス提供の有無に関わらず、1ケ月分の収  

琴品等琴竺李の結果を踏まえ、適切・う  入が入るため、安定  
工1  

地政移行や一般就労に向けて  

複数サービスを利用することが可能  
5  

二二   

費用が過大にならないような調整が難しい   



日払い、月払いの公費負臥和亘革具些些±里 



について  

新体系への移行の必手性  

0 新たなサービス体系のポイントは、   

一 介護や訓練などの「機能」に応じたサービス体系に変更。  
→ 障害の種別に関わらずサービス利用が可能   

t「日中活動の場」と「住まいの場」に分離（昼夜分離）。  
→ 施設入所者も地域の日中活動の参加が可能   

・新たなサービスを創設。  

→ 一般就労に向けた支援事業（就労移行支援事業）等  
ヽ  

○これにより、障害者本人のニーズにより的癌に対応することが可能。  
→できるだけ早期の新体系への移行が必要。（※法律では、平成24年3月までに移行することとされている。）  

移行への取組み  ■ ■ ●■■ － ■ －■ ●■ ■■ ■ ■■ － ■ － ■■■ ■l■ － ■■■ －1■ － － ■ －■ － － ■ 1－ ■■■ －1■l■■ －■ ■－1■ － － －■■ ■－ ■一 ■■■■■ ■■■ ■－1－1■■■■ ■ － － － ■ － ■－  

q  

I  

l  

l  

讐  

l  

l  

員  

！  

専  

一  

す  

ロ  

1  

8  

1  

替  

l  

中  

一  

＿＿＿＿l   

○ 現在（平成20年4月時点）で、約3割が移行。  

○ 約7割が移行していない理由として、例えば以下のようなものが考えられる。   

・平成24年3月まであと畠年以上あり、円滑な移行の方法等につき検討中セあること。   

・新体系に移行した場合に、安定的に遷宮できるか、直ちには分からないこと。（報酬等の問題）  

○ 今後、以下の対策に取り組んでいく。   

・円滑な移行のための研修会の実施やコンサルタントの派遣等（基金事業の活用）   

・安定的な運営が可能となるような報酬の検討（報酬改定）  
曹  

†  
－ － － ■ ■ ■－ － －■ － － ■■ 一■ － ■－ ■－ － － ■－ ■ － －疇 － ■■ － － － －● ■ ■ － ■ ■■l■l■ ■■■ － ■ll■ 一■ ■■■ ■－ － － ■■ － ■ － － － t■lll■－ － ■■■ ●■ ■■■ ●■ ■－ ■■ －■ － ●■ ■■■ ■■■ －■ll■■ － ■■ ■－■ ■l■■■ － ■■  
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参考  
‾‾‾‾‾‾‾ 

‾l  

－ビスヘの移行に関する考え方について事業所から＿型  

ヰ新体系サービスヘの移行に関しては、「報酬の増減の方針が分かってから決めたい』が最   
も多く（43．3％）、次いで「他の施設の移行の様子をみたい」（37月1％）、 「旧体系でぎ   

りぎりまで様子をみたい」（35．1％）となっている。  

た駆他   意利   し検   ジ具   る村都   そ   無  

いけの   向用   て討   が体   と遺   の   回  

て事   に者   い材   湧的   の府   他   答  

全  取業   よの   る料   かな   協県  

体   り者   る希   が   なイ   議。  

組に   望   不   いメ   に市  

み先  足   1   

よ町   

245   21   42   69   40   91   86   106   36   3‡）   15  

合計  
100．0％   8．6％   17．川   28，2％   16．叫   37．1％   35．1％   43．3％   14．7％   15．‡摘   6．1％   

65   4  13   19   14   27   28   29   10  9  

身体障害者のみ  
100．0％  6．2％  20．0％   29．2％   21．5％   41．5％   43．1％   44．6％   15．4％  13．8％   

対  159   14   27   45   24   60   50   73   21   24   

知的障害者のみ  

者  100．0％   臥8％   17．0％   28．3％   16．1％   37．7％   31．4％   45．9％   1：i，2％   15．1％  5．7％   

20  3  2  5  2  4  8  4  5  6  

その他  
100．0％  15．0％  10．0％  25．0％  10．0％   20．0％  40．0％  20．0％  25．0％  30．0％  10．0％   

190   15   35   54   31   67   68   75  23   32   
サ  

l   

100．0％   7．9％   18．4％   28．4％   16．3％   35．3％   35．8％  39．5％  12．1％   16．8％   

ビ  49  6  7  14  9  22  14  29  12  7  

ス   100．0％  12．2％  14．3％  28．6％  18．4％  44．9％  28．6％  59．2％  24．5％  14∴う％  4．6％  
出典＝入所施設の新体系サービスヘの移行に関する調査報告書く平成柑年度障琶者煉健福祉推進事業）   

（平成20年3月の状況についてアンケート調査。全国の陣亭曹入所施毀の中から1．000施設を無作為抽軋  
回収数245件（回収率24．5％）。）  

8   



轟画泰亘車重麺麺垂画廃車函桓亘亘 
国庫負担基準は、障尊者自立支援法において国の費用負担を「義務化」する一方、国費  

を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくし、サービス水準の底上げを図るた  
めに、市町村に対する国庫負担の上限額（精算基準）を定めたもの。（障害者一人ひとりの  
支給上限額ではなし†）  

※1国庫負担基準額については、全国の9割程度の市町村の支給実績をカバーできるように設定しているとともに、   
制度施行時阜において国庫負担基準を超える給付水準の自治体については、従前の補助実績に基づき、国庫負   
担を行う。  

※2すべての訪問系サービスに係る障害程度区分の基準額を合算して適用する。く国庫負担基準の区分間合算）  
※3都道府県地域生活支援事業により、重度の障害者め割合が著しく高いために国庫負担基準を超過する小規模   

自治体等を対象に、一定の財政支援を行うことを可能としている。  

〔国庫負担基準1月当たりの単位〕  

（1）居宅介護対象者  

区分1   区分2   区分勺   区分4   区分5   区分牒   

2．290   2．910   4．310  8．110．  12．940   18i880   

（2）行動援護対象者  

（3）重度訪問介護対象者  

これらの単位に人数を乗じた  

ものの合計が、その市町村の  
国庫負担基準額となる  

（4）重度陣青者等包括支援対象者  

自治体の一人当た  ※市町村実績H18年は、H18年10月の乗1附こよる。（移動支緩を除く）  

※市町村実績HlO年は、H19年鹿の実績l＝よる。   りの支給水準   
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精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援の一層の推進に向けて  

「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会（中間まとめ）」  

平成20年11月 20日  
今後の精神保健医療福祉の  

あり方等に関する検討会   

本検討会においては、平成16年9月に策定された「精神保健医療福祉の改  
革ビジョン」（以下「ビジョンj という。）における「入院医療中心から地域生  

活中心へ」という基本的方策を更に推し進めるという共通認識の下、精神保健  
医療福祉施策に関する抜本的見直しのためのビジョンの後期5か年（平成21  
年9月以降）の重点施策群の策定に向けて、本年4月より検討を開始し、9月  
には、それまでの議論を踏まえ、「これまでの議論の整理と今後の検討の方向  

性【論点整理】」において論点の取りまとめを行った。   
本検討会においては、この論点に基づき、精神障害者の地域生活への移行及  

び地域生活の支援に関連する事項について、9月以降引き続き検討を進めてき  
たところであるが、これまでの議論を踏まえ、精神障害者の地域生活への移行  
及び地域生活の支援に閲し、障害者自立支援法の見直し等に向けた本検討会と  
しての意見を以下のとおり取りまとめた。  

Ⅰ 基本的な考え方  

障害者自立支援法の見直し等に当たり、精神障害者の地域生活への移行及   
び地域生活の支援については、精神障害者の特性を十分に踏まえて、以下を  
基本的な考え方とすべきである。   

なお、精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援に当たっては、  
病院等から地域生活への移行を目指す者だけではなく、家族と同居している  
者への支援についても推進すべきである。   

① 障害者自立支援法に基づくものをはじめとする相談支援については、日   
常の継続的な支援や緊急時の支援を通じて、精神障害者が安心して地域生   

活を営むことを支えるとともに、地域生活を営む精神障害者に対する様々   
な支援を結び付け円滑に利用できるようにする重要な機能であり、その充   

実強化を今後の施策の中核として位置付ける。  

一1－   



② 地域における相談支援が十分に機能するためにも、多様な支援を必要と   

する精神障害者に対してケアマネジメントを行う機能の充実を図る。  
あわせて、相談支援の中核を担うべき地域自立支援協議会についてもそ   

の機能の充実を図る。その際、地域自立支援協議会への当事者の参画を促   

進する。   

③ 精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援については、障害者   
自立支援法に基づく障害福祉サービスと保健医療サービスとの密接な連   

携の下で行われることが不可欠であり、これらのサービスの複合的な提供   

を含めてその体制の一層の充実を図る。  
また、住まいの場については、精神障害者が地域生活を営むに当たり最   

も重要な基盤の1つであることを踏まえ、国及び地方公共団休は、その確   
保のために重点的な取組を行う。  

Ⅱ 個別に対応すべき事項  

以下の個別の事項のそれぞれについて、障害者自立支援法、精神保健福祉   
法の改正等の制度的な見直し、障害福祉サービスの報酬における評価の見直   

し、関係予算の確保等により、施策の具体化を図るとともに、国・地方公共   
団休が一体となってその推進に当たるべきである。  

1．相談支援について   

（1）地域生活の拡充のための相談支援について   

（相談支援体制の充実強化）   

○ 精神障害者が病院等から地域生活に移行し、安心して地域生活を営ん  
でいけるよう、総合的な相談を行う拠点的な機関の設置等、地域におけ  

る総合的な相談支援体制を充実すべき。  

○ 精神障害者地域移行支援特別対策事業において行われている、病院か  
らの退院等に向けた地域生活の準備のための同行等の支援に加え、居住  
サポート事業が担っている民間住宅等への入居時の支援や緊急時に対  
応できる地域生活における24時間の支援等について、全国のどの地域  
においても実施されるよう、個々の支援を評価する仕組みに改めるなど、  

充実を図るべき。  

－ 2－   



（ケアマネジメント機能の拡充）  

○ 精神障害者に対する、医療サービスも含めた総合的なケアマネジメン   
ト機能を充実する観点から、サービス利用計画作成費について、病院等   
から地域生活への移行や地域での自立した生活を営むことを目指す者   

を含め、その対象者を拡大するなど、充実を図るべき。   

○ 精神障害者本人による自己選択、自己決定を尊重しつつ、個々の精神   
障害者の状況に応じたケアマネジメントが促進されるよう、サービス利   

用計画の作成手続について、現在支給決定後に作成することとなってい   
る取扱いを見直すとともに、作成後においても、継続的にモニタリング   

を実施する仕組みとすべき。   

（自立支援協議会の活性化）  

○ 精神障害者に対する相談支援を効果的に実施するためには、地域にお   
いて精神障害者を支える医療や福祉をはじめとする関係者の有機的な   

連携を構築することが不可欠である。  
このため、相談支援体制において中核的役割を担う自立支援協議会に   

ついて、その設置を促進し運営の活性化を図っていく観点から、その機   
能の充実を図るとともに、その機能も含めて法律上の位置付けを明確化   
すべき。その際、自立支援協議会への当事者の参画を促進すべき。   

（相談支援の質の向上）  

○ 研修事業の充実等を通じて、相談支援専門員をはじめ相談支援を担う   
人材の養成とその資質の向上を図るべき。   

○ 精神障害者やその家族の視点や経験・休験を重視した支援を充実する   

観点から、地域における精神障害者又は家族同士のピアサポートについ   
て、その推進策を講ずるべき。  

（2）相談体制における行政機関の役割について  

○ 精神障害者やその家族等からの様々な相談に対し、身近な地域におい  

て、より適切に対応できる体制を確保するため、精神保健に関する相談  
への対応や、医療に関する相談や複雑困難なケースヘの対応等も含めて、  
市町村、保健所、精神保健福祉センターが、適切な役割分担と密接な連  
携の下で、精神保健福祉に関する相談に応じ、適切な支援を行えるよう、  
その体制の具体化を図るべき。  

－ 3－   



（3）精神保健福祉士の養成のあり方等の見直しについて  

O 「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」における検討結  

果を踏まえ、精神障害者の地域生活の支援を担うという役割の明確化、  
保健福祉系大学等における養成課程の水準の確保や精神科病院等の精  

神科医療機関での実習の必須化、資格取得後の資質向上の責務の明確化  
をはじめ、制度上の対応を図るべき。  

また、質の高い精神保健福祉士の養成のためのカリキュラムの見直し  
について引き続き検討すべき。  

2∴地域生活を支える福祉サービス等の充実について   

（1）住まいの場の確保について   

（グループホーム・ケアホームの整備促進・サービスの質の向上）   

○ グループホーム■ケアホームについて、整備真の助成制度や公営住宅  
の活用等を通じて、更に整備を促進すべき。  

その際、地方公共団体は、障害福祉計画等に基づく計画的な整備を行  
うとと、もに、整備実現に向けた地域住民との調整を含め、自ら積極的に  

整備を促進すべき。  
また、夜間の安全・安心を確保するための必要な人員体制の確保、支  

援内容の向上等、質の面でも充実を図るべき。   

（公営住宅への入居促進）   

○ 優先枠設定等による優先入居の一層の普及、民間住宅の借上げによる  
公営住宅の供給の促進、先進事例の調査研究やその成果の普及等を通じ  
て精神障害者の公営住宅への入居促進を図るべき。   

（公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用促進）   

○ 地方公共団体の住宅部局及び福祉部局並びにグループホーム事業者  
の具体的な連携方策を示したマニュアルの作成・普及、改良工事費への  

助成の充実等により、公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての  
活用を更に促進すべき。   

（民間賃貸住宅への入居促進）   

O 「あんしん賃貸支援事業」の更なる普及や公的家賃債務保証制度の拡  

充・普及等により、民間賃貸住宅への入居を更に促進すべき。  
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（2）生活支援等障害福祉サービス等の充実について   

（訪問による生活支援の充実等）   

○ 地域における精神障害者への継続的な生活支援を確保する観点から、  

訪問による生活訓練の評価の充実を含め、訪問による生活支援の充実を  

図るべき。  

また、こうした訪問による生活支援を行う機能と訪問診療、精神科訪  

問看護等の訪問による医療を提供する機能との連携によるものも含め  

て、精神症状が持続的に不安定な患者をはじめとする地域生活を営む精  

神障害者に対する複合的なサービス提供のあり方については、引き続き  

検討を進める。   

（ショートステイ（短期入所）の充実）   

○ 精神障害者が地域生活を継続して営む上で、入院予防的に、又は、一  

時的な休息を取るために利用するショートステイ（短期入所）が、地域  

において確保されることが重要である。  

このため、ショートステイについて、精神障害者本人による利用の拡  

大を図るとともに、単独型のショートステイを含め、その評価の充実を  

図るべき。   

（就労支援等）   

○ 就労系の障害福祉サービスについて、精神障害者の特性も踏まえつつ、  

その機能の充実を図るとともに、雇用施策との連携を強化すべき。また、  

就労系の障害福祉サービスが現在果たしている機能を踏まえ、そのあり  

方について引き続き検討すべき。  

○ 障害者就業■生活支援センターについて、就労面の支援とあわせて生  

活面の支援を提供する機能の重要性に鑑み、痛神障害者による利用が促  

進されるよう、その質の向上を図りつつすべての圏域での設置に向けて  

整備を進めるとともに、就労移行支援事業所や医療機関をはじめとする  

精神障害者の地域生活を支える関係機関との連携を強化すべき。  

○ 今後も、精神障害者の特性に応じたきめ細やかな支援が実施されるよ  

う、社会適応訓練事業の果たしている機能について、障害者施策全体の  

中でその位置付けを明確にし、都道府県等への支援を図るべき。  

○ 雇用支援についても、精神障害者の雇用義務化の環境が早急に整うよ  

う、精神障害者の特性に応じ、予算措置等による雇用支援の一層の推進、  

充実について、引き続き検討すべき。  
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（家族に対する支援）  

○ 精神障害者本人だけではなくその家族を支えるとともに、本人と家族   

との自立した関係を構築することを促すという観点も踏まえ、上記の施   

策を進めるなど、効果的な家族支援を一層推進すべき。  

3．精神科救急医療の充実・精神保健指定医の確保について   

（1）精神科救急医療の充実について  

○ 地域の実情を踏まえつつどの地域でも適切な海神科医療を受けられ  

る体制の確保を図る観点から、都道府県による精神科救急医療体制の確  
保やモニタリングの実施等について、制度上位置付けるべき。  

○ 精神科救急医療と一般救急医療の双方を必要とする患者に対する適   

切な医療の提供を確保する観点から、精神科救急医療と一般救急医療と   

の連携についても制度上位置付けるべき。  

（2）精神保健指定医の確保について  

○ 都道府県等が、措置診察等を行う精神保健指定医の確保について積極  
的に実施している先例を参考に、医療機関及び指定医への協力依頼や、  
輪番制等の体制整備に努めるよう促すべき。  

○ 精神凛健指定医について、措置診察等の公務員としての業務や精神科   
救急医療等の都道府県における精神医療休制の確保に協力すべきこと  

を法律上規定すべき。  

○ また、失念等により精神保健指定医資格の更新期限を超えた場合につ  
いては、例えば、運転免許と同様に、再取得の際に一定の配慮を行うよ  

う、制度上対応すべき。  

○ なお、措置診察に全国一律に輪番制を導入することや、措置診察等の  
業務への参画を精神保健指定医の資格更新の要件とすることについて  

は、上記の確保策の効果を検証した上で、その適否を含め将来的に検討  

することとする。  
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4．入院中から退院までの支援等の充実について  

○ 精神障害者の地域生活への移行及び地域生活の支援等の施策の推進  

体制について制度上位置付けるべき。  

その際、精神保健医療福祉に従事する者について、相互に連携■協力  

を図り、精神障害者の地域生活への移行や地域生活の支援に取り組む責  

務を明確化すべき。  

○ 病院等から地域生活への移行を目指す精神障害者に対する個別支援  

の充実強化とともに、自立支援協議会等の機能の活性化等を通じて、地  

域資源の開発や地域における連携の構築等、地域生活に必要な体制整備  

を行う機能についても、引き続き充実を図るべき。  

○ 長期にわたり入院している精神障害者をはじめ、入院中の段階から地  

域生活への移行に先立って、試行的にグループホーム等での生活の体験  

や適所系の福祉サービスの利用ができる仕組みとすべき。  

Ⅲ 今後の検討に向けて  

本検討会においては、今後、ビジョンの後期5年間の重点施策群の策定に   

向けて、精神保健医療に関する事項や国民の理解の深化（普及啓発）に関す   

る事項等．、この中間まとめに盛り込まれていない事項について、「論点整理」   

に基づき．、集中的に検討を行い、今後の精神保健医療福祉施策の全体像の取   

りまとめを目指す。  
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